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結論にかえて

序 アメ リカの地域研 究 とフィリピン植 民地統治研究

アメ リカの本格的な地域研究は第二次世界大戦中と戦後に始まったといわれる。それま

での歴史学者、人類学者に限らず、政治学者、とくに比較政治学者や国際関係論専攻の社

会科学のディシプリンに馴染んだ者が、自分の研究対象地域をもつという形で大量に参入

した。当初は、先発の社会科学者と、地域研 究者 とどう折 り合えるのかが問題であった。
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地域研究者は特定地域に埋没 して、普遍的一般体系に関心をもたない、 「専門ディシプ リ

ンの同僚やほかの地域の研究者とはいっさい コミュニケー ションを断った密教的専門家」

になる危険が指摘 された。 「地域研究学」が明示できる方法論はなかった。1

先行の社会科学者が戦後、地域研究へむか ったのは、広義にはパックスアメ リカーナの

到来、狭義には冷戦構造、元植民地の独立という時代的要請に応 じてである。それ以前の

第二次大戦中の地域研究が know your ememy

に非アメ リカ地域の異民族を知る

原理に基づ くとすれば、

know your new friends of other world

戦後はそれに新たな

が加 わ った。 地域研

究に方法論がないという欠陥を埋めて、`たとえば政治領域では、政治学が地域研究に接合

することにより、西洋社会に起源する社会科学的思考と方法論を用いた比較政治発展(制

度化、近代化、民主化、社会化)が 非西洋地域の国民国家の創出過程におけるさまざまの

問題を説明できるのではないかという期待がもたれた。

　 これに対 してワー ドは、いわゆる 「地域研究アプローチ」などはないと明快である。あ

るのは対象地域の言語、文化、歴史の3点 セッ トに精通 した 「アプローチ」であるという。

ちなみに欧米諸国の政治研究は、通常の政治学の分野に分類され、地域研究に分類 されな

い。これに対 して非欧米地域を対象 とする政治研究は、単一のデシプ リンによる方法論で

は十分に説明できないため、非欧米地域の政治に大きな影響をおよぼしている言語、文化、

歴史に精通する必要があるので、政治学だけにおさめることはできないという。2こ の言

語、文化、歴史への精通とは、ある地域はまるごとの総体社会 として理解されるべきであ

るという原点に帰り、地域を理解 しようとすれば、最低限必要 とされる融合アプローチで

あるといえよう。ディサプ リンは本来的に一面性の主張が強く、それをいくつ接合 しても

融合せず、地域の総合的理解に達 しない。

　 ところで、アメリカのフィリピン研究は、1899年 のフィリピン領有 という思いもかけな

い出来事を契機に、降 って湧いたように始まった。ヨーロッパか らの孤立主義とマニフェ

ス ト・デス トニーの時代のアメリカにである。まず未知の民族とその世界を知る実務上の

必要が緊急に生 じた結果、19世 紀末にフィ リピン研究がい っせいに始 まった。これは

know our colonial ruled of other world で ある。

　アメ リカの地域研究 の原形が1919年 のメキシ コ革命 にあるとする説もあるが、3上に述

べたように、フィリピン研究はそれ以前のアメリカの地域研究の原型である。いずれにせ

よ、集合体としてのアメ リカは、敵であれ　非アメリカ地域であれ、アメリカと同 じ価値

観 と理想の民主主義 と自由主義を共有する地域、国民、世界を育成するという使命遂行に

16



おいて共通するものがある。 この公式イデオ ロギーは孤立主義の振子が海外への介入主義

の対極にふれると、それに伴ってあ らわれる。このような使命遂行の制約内では、フィリ

ピン研究においてもフィ リピンの言語、歴史、文化や宗教、価値観の研究を通 して他者性

の理解に貢献 してきた。 しか しフィリピンの他者性の理解が自体が価値ではなかった。

フィリピンの植民地化過程はこのアメ リカのもつ強い平準化、普遍主義を示 している。

極論すれば、民族、文化、歴史がいかなる性質であれ、相手地域の特質とは無関係に、ア

メリカ型の社会的価値観、民主政治、行政制度、英語による教育、資本主義体制、経済開

発、生活様式など、アメリカ的精神の国民を社会工学的に再生産する仕事に意欲を燃やす

のである。 「フィリピン国民」創出の実験は、まだパ ックスアメリカーナの時代が到来す

る前の20世紀前半に、来るべきパ ックスアメリカーナの世界に先行 して行われた実験モデ

ルであった。

このような意味で、結論を先どりすれば、本報告者はアメリカ国民の他者の地域への関

わり方が共通するという大枠を前提に、アメ リカの米領 フィリピン研究が系譜 として、戦

後のアメ リカにおける地域研究につ らなるものと位置づけておきたい。

次にアメ リカのフィリピン植民地統治には、16世 紀から19世紀までのヨーロッパ大国の

植民地化 とは違 う特異性、20世 紀型植民地国の特徴がいくつかみ られる。

第1に 、植民地分割競争に遅れて参入 した国の運命で、アメリカはスペイ ンの植民地で

あるフィリピンを引き継いだ。アメリカ型植民地国家はスペイ ン 「植民地国家」の上に建

設された 「二段階の植民化」である

Westport:Greenwood Press,

(Glenn A

1980,xvi)a

May, Social Engeneering in the

ほか の ヨーロ ッパ諸国が、

Philippines.

た とえばマ ラッカ王朝、

マジャパイ ト王国、アラウンパラヤー王朝、グエ ン朝などの伝統的支配権力を浸食 しつつ、

征服 していったのとは異な り、フィリピン群島は16世 紀後半から330年 間、旧帝国スペイ

ンの統治によって、 ミンダナオ島をのぞく領域でフィリピン 「植民地国家」が芽生えてい

た。

　 これを文化でいえば、いっそう複雑であった。マ レー文化の上のスペイン文化の重層の

上にさらにアメ リカ化が加わった。 もともとのマ レイ社会の上部構造はスペイン化 されて

おり、そのスペイン系 「フィリピン人」にもイベ リア半島生まれ、メキシコ生まれ、フィ

リピン群島生まれなどの位階をつ くっていた。スペイン系や中国系混血人か らなるクレオー

ル社会が欧米人、中国人 らとともに地主富裕エ リー ト層を形成 していた。スペイ ン植民地

経営の恩恵を享受 したカシケの富裕支配層であり、その子弟か らイルス トラー ドの知識人
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層が生まれた。その一方、マレー人住民の民衆は下層貧民のままであった。権力構造 もま

た複雑であった。町や村の住民はスペイ ン総督府の支配をうけるのではな く、カ トリック

教会教区司祭や修道会僧侶の直接的支配のもとにあって、宗教権威 と政治権力が一元化 し

た神政であった。アメ リカはフィリピンのア メリカ的 「開明」化にあたり、まずこのよう

なスペイ ン化マ レー社会や富裕エ リー ト指導者の思想を知る必要に迫られた。

第2に 、フィリピン群島領有の政治決定は偶然的要素によることか ら、フィリピン研究

は合衆国の政肩関係の研究調査が群をぬいて多か った。フィリピンは米西戦争の戦利品と

してキューバ、グアムとともに譲渡 されたが、キューバはアメリカに近接 し、経済利害も

あったにもかかわ らず、独立させながら、千 マイル離れたフィリピン群島は領有を決めた

のである。領有に先だって、フィリピンが貿易、港、ネ ットワークの拠点としてアメ リカ

と利害関係を結ぶような助走段階はなかった。4つ まりアメリカはフィリピンに本来的な

特殊利害は何 ももたなか ったのである。

アメ リカ人一般はいうまでもな く、知識人 もフィリピン群島が どこにあるのか、統治す

る異民族の知識 も情報 ももちあわせなかった。フィリピン人社会 とはどんなふ うなのか、

民族、政治生活、生活慣習、農業、産業などを知るために、とりあえず合衆国政府の関わ

りで研究調査が行われた。こうしてアメリカのフィリピン研究は政治の緊急要請をうけて

目的合理的に始まったことか ら、フィリピンの 「他者性」を理解する知識の蓄積も時間的

余裕 も、また距離をおいて文化を知る余裕 もなか った。この結果、群島政府機関のおこなっ

た研究調査資料がもっとも入手可能な、信用できる基礎資料となった。

第3は 、アメリカの植民地政策におけるアメリカ問題である。植民地領有は自由 と独立

を自国の 「存在理由」とするアメ リカ合衆国の歴史、建国の精神、アメリカ市民の価値観

に建前上反する政策であった。この20世 紀型の植民地統治は、開化主義と近代科学主義の

ほかに、ふたつのパ ラ ドックスをもっていた。ひとつはフィリピン人の自治要求の否定の

うえにたって、フィリピン人の限りなく独立 に近い自治をめざす という逆説である。ふた

つ にはアメリカのフィリピン領有が最終的には19世 紀的な武力制覇によって果たされこと

である。フィリピン人の軍がスペインか ら独立を戦いとって共和国を樹立 したその時点で、

独立を支援するのではなく、フィリピン人の抵抗戦争を圧倒的な軍事力で鎮圧 して、全島

を制覇 したのである。

この矛盾の整合をはかるため、どうしても政治的な辻妻あわせが必要であった。合衆国

議会では野党の民主党指導者が、ニューイングラン ド、 シカゴなどでは 「反帝国主義同盟」
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の市民活動がおき、植民地領有に反対の声が高まった。マ ッキンレー

大統領は

( William McKinley)

「領有」の公的正当性 と目的を フィリピン人の 「慈悲ある同化」に求 め、5統

治の原則を公約 しなければならなか った。この時、アメ リカはフィリピン人の自治能力の

養成指導にあたることを宣言 しただけでな く、どんな種類のフィリピン国民国家でなけれ

ばならないかまでを規定 したのであった。ア メリカ国民と同じ価値観のフィ リピン国民を

創出する、その指導者の使命をアメリカは神から与えられたとして正当化 した。このよう

な文脈におけるフィリピン研究は、アメリカ合衆国の歴史研究の一部をなす ものであり、

その場合、フィリピン住民の存在は外部化されてしまうのである。

　第4に 、 ヨーロッパの赤裸々な植民地獲得が、経済帝国主義の論理 にのっとって拠点か

ら全領土を覆う統治空間を確保 していく植民地国家の樹立過程であるとすれば、アメリカ

の植民地化は獲得 した領域を独立、脱植民地化へむけて、准国民国家づ くりを してい く過

程である。その統治過程は、アメ リカの統治理念と地域認識によって二項対立的に図式化

された世界の一方から一方へ移行 していく過程として認識される。マレー人社会の野蛮状

態からア ングロアメ リカン文明による文明世界へ、非民主的社会から民主的社会へ、無知

蒙昧の民から教育による開明の民ヘ カ トリック的世界鋤 ・ら世俗的法治主義へ 物質的、

科学的近代化へ、分断された多言語か ら英語 による民族統一の形成へ、フィリピン社会の

着陸を強行する過程であった。さらに価値判断では、野蛮状態のままの独立は悪であり、

社会工学的改造をへて 「進歩」 した状態での独立は価値ある善であった。

　 このような企図で、ほぽ40年 間アメリカは自国のイデオロギーにあった 「フィリピンに

国民国家」を誕生させようと、諸制度や諸政策の選択的な移植をはかった。基礎工事は政

治、選挙、財政、教育、農業、交通通信、保健衛生、医療、科学の分野で、公共事業のイ

ンフラ建設、民間資本による天然資源開発や農村開発などのためにアメリカの知識と技術

と資本が導入された。アメリカ本国政府の監 督の下で、三権分立制のうち立法 ・司法両府

はフィリピン政治指導者の養成の場に提供 された。行政機構へのフィリピン人官吏の登用

も1920年代までにほぼおわった。定期的な国政 ・地方選挙はフィリピン住民に民主的政治

参加を教え込む訓練の機会であった。このよ うなアメリカ的価値理念の強制や、異民族支

配の現実は、植民地権力の干渉主義をまねき、これに反発する民族主義 という名の政治的

抵抗力も育成することになった。

　その間、フィリピン人の要求の高まりに対応 して、アメリカの関心は、終始、フィリピ

ンに独立を承認できるかどうか、フィリピン人の自治能力は成熟 したか どうかにあった。
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アメリカが移植 した近代諸制度 と文明により、スペイン化 された抑圧的なマレイ社会を民

主的自治ができるまでに変えることができたかどうかが、アメ リカの名誉にかけて問われ

た。 しか し、1930年 代にいたって もその答えは否定的なものであ った。アメ リカ人の関係

者の意見の多 くが、コモンウエルス政府の発足にあたってもまだ 「政治的民主化、経済的

自立はどちらも未達成」であり、民族統合 も達成 されていないとして独立に反対 した。言

い替えればフィリピン社会の伝統の根強さの前にアメリカの実験の失敗を認めたのである。

アメリカ人の先駆的フィリピン研究に位置づけられる著書の多 くは、フィリピン群島行

政に関与 した総督やフィリピン委員会委員、局長、判事 らの手になるものである。合衆国

政府や群島政府の公式資料を 「官製」資料 とすれば、これ らは 「公職者」資料とでも呼ぶ

べきものであ り、 「官製」資料を基本にしなが ら、個人の見解や経験を記録 したものであ

る。

またこれ らのフ ィ リピン研究の担 い手は、 ウー スター

(Joseph Ralston Hayden ) ま で 、

(Dean Worcester) か らハイデ ン

自然科学者、社会科学者、とくに政治学者、法律学者 ら

によって担われた。植民地統治がこれ らの分野の専門家を必要と したからである。中央政

府や地方政府の行政職にあって彼 ら専門家はフィリピン研究の学術的活動の主な担い手で

あった。このように植民地では学術研究活動 と行政上の任務の結合はさけがたい。中でも

民族学者は数多 く、アメリカ人にとってフィ リピン人といえば、非キ リス ト教徒少数部族

というイメージを突出させることになった。

　 フィリピン人子弟の教育も徹底 してアメ リカ化 された。教育用語が英語であるだけでな

く、アメリカ人専門家が公立初等、中等教育 、フィリピン大学などで指導にあたり、教育

行政に従事 した。フィリピンではスペイン期 の各修道会による高等教育の歴史が古いが、

アメリカは宗教色のない公立教育の重要性を信奉 した。国立フィリピン大学が将来のフィ

リピン人指導者を養成する目的で1908年 に創設された。アメリカの州立大学に範を とり、

大学組織、教育行政、カ リキュラム、教育方　法、課外活動にいたるまで、卒業生がその

まま合衆国の各大学院に進めるよう徹底 した 「アメリカ教育」体制をしいた。6ミ シガン

大学など協力大学か ら各分野の専門家がきて教鞭をとった。このような教育体制のアメリ

カ化が原因で、選択の余地な くフィリピンにおける研究方法もアメリカ化された。

　それでは、アメ リカの統治 目的に関連 して、フィリピンの伝統慣習、思想、民族、言語、

文化などはどのように認識され、位置づけ られたのだろうか。単的にいえば、フィリピン

国民国家の創出にむけて、保護 し、育成すべ き対象 としてではな く、克服すべき現状課題
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としてとらえ られた。伝統習慣や言語的分断状況は統一ある国民概念の発展を阻害する非

文明的要素であると認定された。フィリピン人の信念や 「迷信」や 「狂信」は近代科学思

考の弊害であった。たとえば教育言語の選択は言語的観点からではな く、フィリピン人の

自治能力の達成には指導者や大衆の短期間の教育が不可欠であるとする政治的観点から、

これに適 した共通言語や教育言語は英語の普及以外にないという結論がでた。もちろんフィ

リピンの多言語社会が明らかになったことは英語を選択 させたひとつの要因であるが、フィ

リピンの多言語社会は言語系統的には同 じ仲 間であるのに対 し、英語は民族にも言語系統

にも無関係である。1935年 のコモンウエルス政府のフィリピン憲法には、民族言語の国語

の振興の必要性がうたわれたが、英語と反対 に国語普及政策の実施はなかった。アメ リカ

の植民地統治の 目的と、伝統慣習、言語、思想を介 して他者性を知る地域研究とは少なか

らず対立するといわねばならない。

以下の章では、アメリカ人によるアメ リカ植民地期のフィリピン研究について、学術的

な ものか らジャーナ リス トまで主な研究だけを整理する。その際に報告者が関心を寄せる

政治、植民地統治の研究に比重が傾いている ことをあらか じめ断わっておきたい。 もっと

一般的なアメリカ人の回想録や旅行記、滞在記などは割愛 した。

序の注

1矢 野暢 「地域研究と政治学」矢野暢編 「地域研究』講座政治学 三嶺 書房1987年3-5頁 。

2 Robert E.Ward. " Culture and the Comparative Study of Politics ." PoliticalScience and Area Studies 

  edited by Lucian W.Pye. Bloominton:lndiana University Press. 1975 pp.30-31.

3　林武 「地域研究の現状 と方法」矢野暢編 「地域研究』講座政治学　三嶺書房1987年 　 304頁。

4　 土屋健治 「東南アジアの脱植民地化」　「近代 日本と植民地』8巻　岩波書店73頁 。

5　 「アメ リカの領有」宣言のうたった原則。1898年12月 末にマ ッキンレー大統領が送 った宣言と

　 1899年1月4日 のオティス(0匪s)軍 政長官のフィリピンでの発表には若干の違いがある。

6　フィリピン大学は総長や初代学部長 らはアメリカ人であったが、後にはアメリカで教育をうけた

　 フィリピン人が就任 した。ほぼあらゆる学部をもち、学術研究活動が活発に行われた。1908年 に

　 医学部(初 代学部長Paul　C　Freer)3年 後に農学部　獣医学部,教養部、法学部(初 代学部長Gemge

　 AMalcom)工 学部(初代学部長George　A　Wrentmore)教 育学部、経営学部、薬学部の8学 部があり

　 ,ス クールでは森林学,美 術,公 衆衛生,看 護学,音 楽学校が創設された。 ミシガ ン大学はフィリピ

　 ン大学に協力 した関係で、大学図書館はフィリピン群島関係者の個人文書を収集 している。個人

文書の所在 リス トは

Worcester.

Rodney Sulliban.

University of Michigan Press,

Exempler of Americanism The Philippine Career of Dean C.

1991の 巻 末 が 参 考 に な る。
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1基 礎 資料

1.史 料 編 纂 ・記 録

a.ス ペ イ ン期 史料

スペイ ンはフィリピンにカ トリック宗教を残 したといわれるが、別の見方をすれば、エ

リー ト支配構造の温存 という根深い遺産がある。1カ トリック修道会が一般民衆に愚民化

政策をとったことも見逃せない。スペインの後、フィリピンを制覇 したアメ リカは自民族

の奉 じる 「大衆の民主的政治参加」の理想とはあまりにかけ離れたフィリピンの現状に接

してこの状況の改善に意欲をもった。

しか し、アメ リカが引き継いだフィリピン社会は政治的に沈滞 したイメージではとらえ

られなかった。都市のメスティーソらは富、教養知識、職業に優れてお り、若い世代や労

働者階級はスペイン支配を拒否する事態 もおきて、フィリピン人の対外ナショナ リズムの

高揚をみた時期であった。フィリピンの指導者はフィリピンの団結 と統合のスローガンの

下にフィリピン人住民を動員することが可能で あった。短期ではあったが、20世 紀への転

換期にまがりな りにもフィリピン共和国政府、フィリピン議会を樹立 した事実がその証で

ある。農村の貧農大衆層はた しかに富裕地主のカシケの過酷な被支配と土地に縛 られて、

経済的に隷属状態におかれたので、 自主独立の精神と実力からほど遠かった。それでも都

市部では漁民、商業民、職人 タバコ工場、造船業、酒製造業、精糖工場など労働者 らが

生まれた。これら都市の中下層民は秘密結社カティブナンに参加 して、対スペイン独立革

命戦争をおこすほどまで、政治意識が潜在 していた。

しか し、アメ リカが フィ リピン群島領有 した当時は、フィリピン群島に関する英文資料

がほとんどなく、合衆国政府も国民もフィリピンについては無知というのが実態であった。

このため最初の百科辞典的なスペイ ン語資料の英訳資料集 『フィリピン群島』全55巻 がへ

レ ン ・プ レ ア ー と ジ ェ ー ム ス ・A・ ロ バ ー トソ ン に よ っ て 編 ま れ た

James Robertson edited. The Philippine Islands,

(Blair, Emma Helen and

1493-1989. The A H. Company, 1903-1910 ) であ

る。編者 らはスペイ ン研究家であるが、1903年 から1909年 にスペイ ン植民統治下のフィリ

ピン群島に関する既刊のスペイン語資料をアメリカや ヨーロッパか ら集め、それらをスペ

イン語から英語へ翻訳 し、さらに調査研究 して解題 した資料集である。
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この資料集の総合性はスペイ ン期フィリピン史研究に欠かせない学術的に貴重なもので

ある。スペインとのフィリピンの接触がは じまった1493年 から19世紀初めまで、航海士や

旅行家、征服者 によるフ ィリピン群島記(ピ ガ フェッタ、 モルガ、 レガスピ、マスな

ど)、 カ トリック修道会の記録文書、著書、個人文書など、フィリピン社会の政治経済商

業、カ トリック布教の有様を記録報告したもので、中にはそれまで未公刊であったスペイ

ン語資料が英訳されて公刊されたものもある。アメリカ人研究者の多くがスペイン期のフィ

リピンとアメ リカ植民地のフィリピンを比較する時、この資料集に依拠 している。

つけ加えれば、スペイン期フィリピンを対象に編まれた初期の文献目録 と解題は、ブ レー

アーとローバ トソンの第53巻 が文献 目録集となっているほか、1903年 に米戦争省フィリピ

ン群島問題局が合衆国議会図書館のフィリピン群島関係蔵書から書籍 と雑誌記事を中心に

3つ の文献解題 目録を公刊 している。2

b.ア メり力領有史料 編纂

対スペイン革命期 と抗米戦争期のフィリピン共和国の内部や比米交渉に関する研究が、

もっともよく利用するのは、米戦争省に集め られた膨大な量の収集史料 と報告書である。

これらは合衆国政府の捕獲 した資料であるので、後述するように注意を要するが、フィリ

ピンの第1次 史料としての価値はきわめて高い。

戦争省史料では、テイラー大佐

記録」

(Major John Roger Meigs Tayler ) の編纂 した 「反乱勢力

(Philippine Insurgent Records, History of the Insurrection,U.S. War Department.)が重要で

ある。これはもとは未刊行の校正原稿で米戦 争省 とフィリピン警察軍司令官に保存された

まま にな って い たが、1971年 には ロペ ス財 団か ら5巻 に縮 刷 され て 刊 行 され た

Philippine Insurrection Against the United States:A Compilation

introductionby J. R. M. Taylor. Pasay City: The Lopez Foundation

of theDocuments

,1971. )

(The

with notes and

「フィリピン反乱勢力記録」とは米陸軍が1899年 か ら1901年 の間にアギナル ド軍、フィ

リピン共和国軍が支配 していた地域の戦場で捕獲 し、米陸軍軍事情報将校に送ったもので

あ り、アギナル ド政府内部のスペイン語、タガログ語の通信文などや戦場の米軍人か らの

報告が含まれている。 このためその内容は詳細をきわめており、歴史史料の価値が高い。

　情報将校のテイラーは1899年 にオティス(ES・Otis)軍 政長官か ら、米戦争省や合衆国

上院に対 し、反乱軍の性質 と目的を報告するためにアギナル ド軍などから捕獲 した数箱分

の膨大な量の資料の分析整理を命 じられた。1901年 にアメリカに帰国し、フィリピン群島
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局に勤務中に歴史史料としてこれ らの刊行を提案 し、米戦争省の同意をえた。1902年 か ら

1906年 までスペイ ン語と現地語の3万 トン、20万 点の史料をテイラーが選別 し、2,034の フ

アイルに整理 して英訳、解題 し、編纂し、対スペイン反乱の発生か ら始まる第1巻 から3巻

までの校正原稿の段階に達 した。ところが当時のタフ ト(WmiamH.Ta負)戦 争長官が大統

領選挙に出馬することに関連 して公刊の停止を命 じられた。

解題にあたってテイラーが意図したのはフィリピンの歴史の叙述ではなく、鰐スペイン

反乱、対米反乱へ至 った理由の解明であった。テイラーの結論は、これらの史料か らわか

るのはフィリピン人の権威主義的性格、非民主的構造であり、香港亡命 したアギナル ド政

府の自己利益の目的、詐欺、不正手段、殺人などアギナル ド政府の悪政を強調 しており、

合衆国の樹立する新 しいフィリピン群島政府にはアギナル ド政府要人の居場所はないとま

で拒絶 している。そ して 「米軍が武力制覇 して配下にお く範囲が広まるにつれ、フィリピ

ン住民はアギナル ド政府よりもその後の政府 の方がよいと気づき始めた」と、一般住民の

同意や歓迎の気持ちを理由に、アメ リカのフ ィリピン領有を正当化 したのであった。結果

としてテイラーの意図によりこの編纂史料記録は合衆国のフィリピン領有をアメ リカ人に

対 して正当化することに寄与 した。そのほか テイラーは政府報告 もい くつか書いている。

3後 述す るように
、アメ リカ人高官や研究者がスペイン独立革命からアメリカのフィリピ

ン領有へ至る時期を扱 う場合、比米交渉や軍事情勢などほとんどがこの反乱勢力記録に基

づいている。一方、領有をめぐる別の解釈や反論もこの記録か ら引き出されている。

2.フ ィ リピン群島政府公刊資料 と合衆国政府資料

植民地統治期のフィリピンを研究 しようとすれば、1899年か ら1901年7月 までの軍政期、

1901年7月 か らの民政期、1916年 以降の自治拡大の民政期の基本資料は、 それ らが正統か

どうかは別として、まず合衆国政府刊行資料か ら始めることになる。歴代米戦争長官の年

次報告、フィリピン軍政長官の報告、フィリピン委員会報告、米戦争省フィリピン群島局

報告、 フィリピン群島政府の総督、各省庁部局の年次報告などのほか、個別 目的の調査報

告は数知れない。合衆国史を研究する者 もこの膨大な量のフィリピン群島政府や合衆国政

府資料に依拠 してきた。アメ リカの植民地領有や統治政策の質がアメ リカの歴史イメージ

にかかわる事:として認識されていたか らである。

アメリカ政府はヨーロッパ諸国とちがい、法的措置による植民地管轄のための独立 した

機関の設置を さけた。アメリカの海外領土はそれぞれ管轄が異な り、フィリピン群島は戦
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争省 に1902年 に行政権 限で設 けられ たフィ リピン群島局(BureauofInsularAffairs)が 管轄

した。

したが って フィ リピン群島関係 は米戦争長 官の年次報告 に記載 され る。 と くに軍政期の

1899年 か ら1901年 は、メ リッ ト(WesleyMerrit)陸 軍長官の年次 報告 な らびにオテ ィス(

ElwellS.Otis)軍 政長官の 「フ ィリピン反徒の平定作戦」 の詳細 な記述 がある。 軍政期 に

米戦争長 官であ ったル ー ト(ElihuRoot)は 在任 中の年次報告集をま とめた 『対 スペ イ ン戦争

後 の戦争省 の5年 』が ある。4

次 にフ ィ リピン群 島政府 の中の要 であった フィ リピン委員会 は膨大 な量 の報告 をだ して

いる。5ま だ軍政 期 中の1899年3月 に派遣 された第1次 フィ リピン委員会 はフ ィ リピン調査

を 目的と したが、 これ はメ リッ ト将軍 とアギ ナル ド軍 との間の緊張が高 ま り、 これ を緩和

す るため にコーネル大学学長の シュルマ ン(JacobG.Schumlan)を 委員長 に派遣 した もの

で ある。調査結果は 「合衆国大統領への年次 報告」 にま とめ られ た。シ ュル マ ン個人 の回

想録 に 『フィ リピン問題』(JacobG.Schuman.PhilippineAffahs:ARestrospedandOutlook

NewYork,1903.)が ある。

1900年 か ら始ま った第2次 フィ リピン委員会(WnliamH.Tafl委 員長)は 、本格 的な民政

下の政策立案 ・実施 と立法活動を 目的 として いた。最初の タフ ト委員会の年次報告、 タフ

ト民政 期の各 行 政長の報告 、第3次 フ ィ リピン委員会以後か ら1915年 までの 「戦 争長官へ

の フィ リピン委員会 年次報 告」な どがある。1916年 にフィ リピン上院が発足 してフ ィ リピ

ン委員 会 は機能 を停止 したが、 その15年 間にフ ィ リピン委員 会が制定 した法 律 の数 は約

1,800に のぼる。 これ らの法 の制定 と活動を報告 説明する ため、フ ィ リピン委 員会 は雑誌

『フ ィ リピン委員会誌』(1heJoumalofPhilippineCommission,1907-1914)を 発行 した。

フ ィ リピン群 島局か らは 「群 島局長 の戦争長 官への報告」が、また群 島局長への 内部報告

が 多 くある。群 島局 の機能 はあま り明確化 されていず、外交 的機能か ら合衆 国の法律 に照

らして群 島政府の法律をチ ェ ックす るとい う司法的機能 な ど、 その役割 はきわめて広か っ

た。群島局の仕事を担当官が説明 した論文が ある。6

歴代総督 の年次報 告 と各部 局の局長報告 、たと えば教育 局、森林 局、土地 局な どな ど

の年次報告がある(AnnualRep磁oftheDirectorofBureauofEducation,_ofForestly,_of

Lands.ゆ 。7こ れ ら政府報告 の執筆者 は専 門家、元大学教 授、法律家 である場合が 多 く、

植民地 行政官の傍 ら、専 門家 ・研究者 と して フィ リピンの新聞や学術雑誌 に記事 や論文 を

発表 した。
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フィリピンの学術雑誌は フィ リピン群島政府科学局発行のrフ ィリピン科学誌』(

Philippine

史学誌』

Journal of Science)

(Philippine

が もっとも早 い。

History Quarterly)

(Philippine Journal of Social

社会人文科学 レビュー誌』

Science Review

フィリピン大学歴史学科の 『フィリピン歴

また社会科学系では 『フィリピン社会科学誌』

1929-1941) があ り、 これは戦後 『フ ィ リピン

(PhilippineSocial Science and Humanities Review) と改名 された。

近代フィリピン史研究の重要な研究拠点であった。

合衆国議会録では、米上院の海外領土フィリピン群島委員会

Territories and Insular Affairs , Hearings, Affairs on the Philippines)

(U.S. Senate Commissionon

米下院の歳出委員会の公聴

会記録な ど、1916年 か らはフィリピン議会議事録が加わ り、フィ リピン民族エ リー トが本

来的な自らの指導者としての権利を主張するのと、アメ リカ植民地権力がフィリピン人の

福利を目指す主張との対立的捻れ現象が伺われる。

　 これら公式報告の書き手は任命権である米合衆国大統領に責任をお う。フィリピンの民

族指導者が公選制議員として超法規的措置、党派性を免れえないのに対 し、任命職のアメ

リカ人行政官は合衆国政府の方針に従 うので、報告内容に党派性は反映されないといわれ

る。しか し、合衆国政府とはあくまで時の政権である。共和党政権の基本はフィリピン領

有維持の方針、民主党政権の基本は独立促進という異なる方向性の政策が打ち出されると、

報告にもその間で振子現象がおきる。

　また大統領がフィリピン調査使節を派遣す ることは多い。ウィルソン大統領の派遣 した

1913年のフォー ド教授の調査、1921年 のハーディング大統領が派遣 したウッ ド・フォルブ

ス調査使節団 (theWood-ForbesMission )

リッジ大統領の派遣 した トンプソン

の4カ月にわたる全群島調査報告、

(Carmi A. Thompson)

を中心に 「フィリピン群島状況調査報告」

大佐による行政、

(Condition in Philippine Islands)

1926年 の ク ー

経済の実態調査

な どがある。 こ

れ ら一部は植民地統治の研究の箇所でとりあげるが、どの報告もフィリピンの即時独立は

時期尚早であると勧告 している。

3.国 勢調査統計

フィリピンの国勢調査は合衆国公刊資料の ひおつに分類されるが、統計はフィリピン群

島の現状を包括的に示す ことのできるてっと り早い基本データであるので、別にとりあげ

ておきたい。国勢調査統計局は総督府に設け られ、アメリカ領有後の定期的な選挙の施行

を契機に本格的に調査がはじまった。アメリカ期の国勢調査は1903年 、1918年 、1938年 の
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3回実施 された。当初は州や町村の地図さえな く、個々のバ リオの位置や範囲も不明といっ

た困難の中で、アメ リカの調査方法が適用され、ほとんどフィリピン人の手で行われた。

8

スペ イ ン期の人 口調査 は(1877年 、1887年)徴 税 と徴兵 が 目的で あったの で、住 民に

"不人気で不完全であ
ったといわれ る。アメ リカのは、マキ ンレー (William McKinley)大

統領の公約 した政治参加、地方、国政選挙、つまりフィリピン人への立法権の移行と町政

における完全自治、州政における部分的自治などをめざすには有権者調査が不可欠である

ことを説いたので、フィリピン人住民の協力 をえることができた。実際の調査項 目ははる

かに幅ひろく、学校、農業、製造業、漁業鉄道、電信、急行交通、保険、金融などの情報

を集め、社会経済状況の分析、植民地インフ ラづ くり、米国投資の呼び込みなど植民地統

治に役立つ統計情報を収集 した。9

3回の調査か ら、総人 口がそれぞれ1903年 は764万 、1918年 は1,031万 、1938年 は1,600万

と著 しく増加傾 向にある ことがわか った(1948年 は1930万 人、1960年 は2700万 人であ

る)。 この総数や統計方法の正確さにはまだ問題があるにせよ、国勢統計によってフィリ

ピン社会の多様性や分極性を大きく裏付けることができた。当時のある観察者によれば、

当初、少数民族の家畜や人口統計をとるのは きわめて難 しかったが、工夫が重ね られたこ

と、1903年 の調査か ら南部イスラム教徒の実際の人口総数は4万1千 人であり、スペイン期

に推定されていた人口をはるかにうわまわること、スペイン語の読み書き人口、つまり教

育のある層は低地フィリピン人全体の1.6パーセン トしかいないことなどが判明 した。10

その後、フィリピン領有がほぼ40年 になった1938年 の国勢調査か ら、 「フィリピン土地

所有制度統計」の 「州別フィリピン家計調査:家 屋 と土地所有状況」 「課税用申告に基づ

くフィリピン不動産所有の分布」などの項 目を通 して、依然としてフィリピン社会が僅か

の超富裕地主層、つまり1.5割から2割の上層と、土地のない8割 の貧困大衆からなる2極構

造 にあることが立証された。宗教についても実際にはローマカ トリック教徒一色ではない

ことが示 された。11

1の 注

1ス ペイン統治末期の19世 紀後半のフィリピンは、植民地統治の恩恵をうけたごく僅かの富裕地主

層カシケが名望政治家、プリンスパ リアとして地方的権力を握り、この階層の子弟か ら内外で高

等教育をうけた知識人エ リー ト層、イルス トラー ド(丑ustrado)が 生まれた。 ホセ ・リサール ら

イルス トラー ドらが行 ったプロパガンダ運動は、スペイン本国に対 して植民地フィリピン人に欧
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米並のスペイン議会への代表権や自由権などの拡大要求を したものであった。国内の政治経済的

民主化は直接の目的ではなかった。しかしスペイ ンを動かすことに失敗 した後、 リサールは同胞

フィ リピン人を対象に団結 と教育啓蒙を進めるフィリピン同盟を結成 した。

2「 議会図書館のフ ィリピン群島関係文献表』r議 会図書館のフィリピン群島地図表:年 代順』

『フィリピン群島関係文献州』A.P.C.Griffin. list of Books on the Philippinelslands in the Library of

  Congress ; P.Lee Philippines. Chronological List of Maps in the Library of Congress;T. H. Pardo de 

  Tavera. Biblioteca Filipinast. J (~ -Z Washington: Government Printing Office, 1903. 

3 Report of the Organization for the Administration of Civil Government Instituted by Emilio Aguinaldo and 

  Ibis Followers in the Philippipne Archipelago. Washington: War Department, Bureau of Insular Affairs. 

  1903.

4戦 争長官、陸軍長官、軍政長官の年次報告は Annual Report of Secretary of War, War

Department,Washington,1899-1934 ; Annual Report of the Major-General Command-ing the Army to the 

Secretary of War, Washington 1898; Annual Report for 1899 Operations in Philippine Islands. Manila, 

1899; Elihu. Root. Five Years of the War Department, Following the War with Spain, 1899-1903.1904; E. 

Root. "The Military and Colonial Policy of the United States.Compiled and Edited by Robert Bacon and 

James Brown Scott. Cambridge, 1916.

5　 フィリピン委員会関係の年次報告は Report of the Philippine Commission to the President, 4 volume,

1900-1901 ; Reports of the Taft Philippine Commission, 1900--1901;Report of the Philippine Commission, 

the Civil Governor,and the Head of theExecutive Departments of the Civil Government of the Philippine 

Islands, 1900-1903; Annual Report of the Philippine Commission,1902-1907 to the Secretary of Warand 

Report of the Philippine Commission to the Secretary of War,1908-1915. 

U.S. Bureau of Insular Affairs. Report of the Chief of the Bureau of Insular Affairs to the Secretary of War. 

Washington, 1902-1939;Clarence R. Edwards. "TheWork of the Bureau of Insular Affairs. " the National 

Geographic Magazine. XV, June -July,1904: Frank McIntayre. "American Territorial Administration."

ForeignAffairs. X, January, 1932.なお戦争省におかれたフィリピン群島局の性格と機能を分析 し、

帝国主義的植民地政策とフィリピン自治拡大の支持という両面で歴史的に分析 したものに Romeo

V.Cruz. America's Colonial Desk and the Philippines,1898-1934. Quezon City: University of the Philippine 

Press, 1974.

7歴 代 の 総 督 と任 期 は以 下 の通 りで あ る。W皿iamH.Taft(1901年7月4日 総 督 就 任)、nlkeEWright

(1904年2月 就 任)、HenlyC.Ide(1906年4月 ・9月)、JamesF.Smith(1906年9月 就 任)、WC肛meron

Forbes(1909年11月 就任)、F㎜cisBHarゴson(1913年10月 就 任)、LeonardoWood(1921年10月 就

任)、HemyLSUmson(1928年3月 就 任)、DwightDavis(1929年6月 任 命)、TheodoreRooseveh,Jr.(1932

年2月 任 命)、F㎞kMulphy(1933年5月 任 命)お よ び 高 等 弁務 官(1935年11月 就 任)、PaulMcNutt

(1937年2月 就 任)

81903年 の 第1回 調 査 に従 事 した総 人 員 数 は7,627人(ア メ リカ人 は118人 、 中 国人6人 、 日本 人1名)

で あ る 。 C. H. Forbes-Lindsay. America's Insular Possession. Philadelphia: The John C. Winston Co.,
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1906, p. 235.

9　 国勢調査報告は一般に発売された。Gen. J.P.Sanger. Census of the Philippine Islands. Four Volumes,

1905.

10 Forbes-Lindsay, pp, 232-238.

11 The American Chamber of Commerce Journal II, October,1940.in Joseph Ralston Hayden, 1941,

p.29, p.863.

llフ ィ リピン社 会

アメ リカ植民地期のアメ リカ人のフィリピンの研究といえば、一方の極に文化ルーツを

遡る考古学、人類学、民族学などが突出して多い。もう一方の極には、アメリカ人統治者

の手で近代性へむけて発展するフィリピン像の研究がある。このうち、前者は伝統 と固有

の文化の探求であり、後者は開明的発展を遂 げた側面の追求である。前者は、異民族のア

メリカ人がフィリピン社会を自らとは異質の異文化、異民族の ものと認識 していた証であ

り、後者は異民族であるアメリカが異民族のフィリピン社会を同化 しようしたと証である。

このよ うに研究者の帰属する社会と対象地域社会 との間の政治的支配関係が文化の支配

関係に置き換えられることは珍 しいことではない。アメリカ植民地支配者がフィリピン社

会について考察 した記述や様々な価値判断は特定されたアメリカ人の 「フィリピン社会」

である。人類学者や 自然科学者の学術研究さえ、このような価値判断か ら免れない。とく

にアメ リカの植民地統治においては、フィリピン群島はアメリカの名誉にかかわる問題で

あったか らである。

ウースターはいみ じくも 「フィリピン住民は今や独立が可能か」を 自答自問して 自ら答

え 「これはアメリカ人にとってきわめて重要課題のひとつである。なぜな らほんとうの答

えを見つけることにアメリカの国民的名誉がかかっているのだから」(Worcester,p.669)

アメリカ国民の名誉が問題であったからである。

1.入 門 書

領有の初期にいちはやくフィリ'ピン人庶民の社会生活を歴史的、社会学に紹介 した入門

書 に、ル ロイの 『フィ リピン人の町 と村の生活』

Town and country. Putnam, 1905.) が ある。

(James A Le Roy. The Philippines Life in

本書はル ロイが それ まで、 フ ィリピン人へ の偏
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見や、いろいろな宗教や修道会民族などの文化や教育問題、フィリピン統治行政の問題な

どについて、雑誌に発表 した記事や論文を下地にして書かれた。1

ルロイはフィリピンを、いわゆるフィリピン問題やフィリピンの民主化とい う視点から

ばかり見 るのではな く、アメリカ人側の偏見 や思い込みを排 してフィリピン人の文化を見

るようを勧めている。フィリピン人庶民の農村や町の社会生活、生活慣習、教育、宗教、

産業、カシキズムといった面に目をむけた。 またフィリピン人と日本人との比較考察もし

ている。

ルロイはスペイン統治の文明的影響に好意 的であり、フィリピンの抑圧的社会構造の原

因をマレー人社会内部に求めた。たとえばカ シキズムはスペイン人が持ち込んだ現象では

なく、 もとのマレー原住民の首長制に源があ り、スペイン植民地期に新 しいア リス トクラ

シーへ変容 していったとする。ルロイは1896年 のフィリピン人反乱は対スペイン反乱であ

ると同時に、カシキズムに対する被支配者層の反乱でもあると解釈 した。ル ロイはスペイ

ン統治の影響が新 しいフィリピン人世代が生まれたことを評価 し、1898年 のフィリピン革

命政府の権力はスペイン新 しいカシケ階層の手にある一方、地方ではまだ旧い体質のカシ

ケ層が権力を握ってお り、地方の下層民を支配 し続けていると分析 した。ルロイは、新 し

いフィリピン人世代がフペイ ン統治を拒否 して自由と独立を求める独立革命 をおこすまで

になったこと自体がスペイ ン植民地統治の賜物であるとし、スペイン植民地政策を評価 し

ている。

ルロイはホセ ・リザールの小説から例をふんだんに引用 しているが、そのフィリピン観

は単純化すれば、過酷なマ レー人社会とスペイン文明の恩恵を被ったフィリピン人像から

なる 「西洋文明との混血社会」がフィリピン社会であった。これは40年 後に政治学者ヘイ

デンのいった 「西洋型修正モデル」のフィリピン社会観にも通 じる。2

このほかのフィリピン群島入門書として 『アメリカの群島領有』

America's Insular Possessions. Philadelphia: The John C. Winston Co.

(C.H.

1906.;

Forbes-Lindsay.

巻がある。問題提

起型ではな く、体系的、学術的でもないが、低地フィリピン人の都市と農村の 日常生活の

記述と貴重な写真が豊富であり、フィリピン住民、歴史、各産業、ルソン島、ピサヤ諸島、

ミンダナオ島とスルー島が扱われている。 しか しタフ ト総督の演説を用いてアメリカの統

治政策を擁護 しており、かな りが米戦争省資料に依拠 している。

初期のフィリピンの歴史入門書に教育局の行政官のバロス、ア トキンソン、プレスコッ

トがそれぞれ書いた 『フィリピンの歴史』 『フィリピン群島』 『フィリピン小史』がある。
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ジ ャー ナ リス トの ラ ッセル による 『フィ リピンの 概観』は著者が訪問 した1912年 と1922年

とを比べ、 フィ リピ ンの政治、経済 、社会、 文化の あ らゆる側面の進歩 ぶ りを描 き、 フィ

リピン人に 自治能 力が ある ことを結論づ けて いるのが特徴である。

イギ リス人 であるが、長 くフ ィリピンに在住 していた地理学者 のフォーマ ン

Foreman ) のrフ ィ リピン群 島:歴 史、地 理、民族、社会 、商業史 と政治 的従属』

(John

はスペ

イン期を中心に緻密な記述で細部にわたり興味深い。フィリピン群島を総合的に紹介 して

おり、1906年 に3版 をか さねた。またセイヤーの 『フィリピン群島の住 民』はフィリピン

住民をかなり好意的にえがき、地理 自然、カ トリック修道会、秘密結社、各地域や島、各

種の部族を多数の写真入 りで紹介 している。3

一般アメリカ人むけ総合月刊誌ではアメ リカ商業会議所か ら発行された 「フィリピン誌」

(Philippine Magazines) は見逃せないものである。本誌 にはア メ リカ人 ・フィ リピン人学

者によるフィリピンに関する内容のある論文 が時事問題、文学、詩か ら学術的内容をやさ

しく書いた論文まで、幅広いテーマのものが掲載された。

2.自然科学 ・民族学 ・人類学 ・考古学

　植民地の多 くがそうであるように、フィリピン民族学の基礎調査はアメリカ人植民地行

政官の手で始まった。領有初期にアメリカ人 の若い人類学者が科学局や教育監督官などの

行政職について行政上の目的か ら現地調査に従事 した。後年にはフィリピン大学を中心に

本格的学術研究が行われ、独立後にはフィリピン人研究者を輩出した。

中 で も デ ィー ン ・ウ ー ス タ ー (Dean C. Worcester,1866-1924) はアメリカ人植民地行政

官の中でもっとも初期から長期間、植民地行政にかかわった代表的学者である。ウースター

は元 ミシガン大学の動物学の教授で、マッキ ンレー大統領によって第1次 フィリピン委員

会(1899-1900)委 員 に任命 され、続いて タフ ト期 (Willam Haward Taft, フィ リピン委員

会委員長、民政長官、戦争長官、合衆国大統領、1909-1913年)の 第2次 フィリピン委員会

委員兼内務長官(1901-1913)と して通算、14年 間フィリピン群島政府の重鎮であった。4

タフ トが 「もっともフィリピン委員会に価値 ある人物」とほめ、ハイデ ンが 「仕事する科

学者」と呼んだことか らわかるように、内務省内外の様々な分野で強力な指導力を発揮 し

た。フィリピンの植民地統治政策の選択に及 ぼした影響や、彼が講演や著作を通 してアメ

リカ国民に植え付けたフィリピン民族のイメージの強さは計 り知れない

退職後はフィリピンに永住 して農園経営に従事するなど、

(Hayden, p.70)

アメ リカ人のフィリピン植民地
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統治のシンボル的人物であった。

ウースターがこのような大きな役割を果た したのは、1887年 に学術調査団の動物学者と

してフィリピン群島を訪れていたうえ、フィ リピン群島に関する多少な りとも学術的な前

知識のあった唯一の高官であったこと、エネルギッシュで 目的達成意欲の強い、有能で強

烈な性格の持 ち主であった。第1次 フィリピン委員会に参加 した5名の委員中、ただ1人

だけ第2次 委員会に再任された事実がそれを示 している。

ウース ターの著書は800頁 、40章 か らな る大作 『フィ リピン:過 去 と現在 』

ppmes: Past and Present. The MacMillan Company, 1914. 改訂版1930年)

(The Phili-

である。1914年 に刊

行 された。文字通り、アメ リカ科学主義、開化主義の表明であり、フィリピン領有前と後

を惨状 と進歩 とのキーワー ドで対比することによりフィリピン領有の効用 と成果を説いて

いる。は じめにスペイン期フィ リピン、フィ リピン領有期をアメ リカの立場から擁護 し、

次の30章にわたって、フィリピン群島政府機構、民政、官僚制、司法、立法、厚生、科学、

教育、非キ リス ト教徒部族、自然、経済などの植民地行政の課題について自分の経験を含

め詳細に論述 し、最後にアメリカ統治の成果や自治独立問題などについて論 じ、公式、非

公式、内部資料、 自分の観察や経験があます ところなく述べられている。

　 この本にもアメリカー般の近代科学主義の影響の強さが伺われるが、フィリピン群島政

府 において科学研究の振興がきわめて早い段 階か ら始まったのは、ウースターの貢献によ

る ところが大きい。1906年 か らは科学局は学術誌 「フィ リピン科学誌」

Journal of Science) を発行 し、

(The Philippine

掲載論文はアメリカ人のものに限られず、学術誌としては広

く国際的にも高い評価をえた。5毎 年の予算のかな りの額を科学 予算用に確保 してきた。

これはフィリピン群島政府の財政難を考えると、ウースターの影響力の大きさを示 してい

る (Sulliban,p.123 ) 。 ウースター 自身は天然 資源開発や農業、 とくに コ コナ ッツとゴムの

近代的技術の研究に力を入れた。6

　 しか し、なにより彼がアメリカ人の植民地統治者として知 られたのは、内務長官の管轄

事項として、特に 「非キリス ト教徒」・の山岳少数部族に強い関心を寄せたか らであった。

　ウースターは終始＼フィリピン人には独立 できる自治能力は備わっていないとフィリピ

ン領有の維持を自説としていたが、その理由のひとつに低地フィリピン大衆の迷信、狂信、

無知をあげ、また低地フィリピン人の支配か ら隔離すべき 「非キ リス ト教徒部族」の存在

を理由にあげてきた。

この 「非キ リス ト教徒部族」 (Non-Christian Tribes)という行政上の呼称はウースターが命
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名 したものである。1901年 から北部ベンゲ ットのイゴロ ット、イフガオ族 カ リンガ小

数民族調査を行い、外観、服装、習慣、ヘ ッ ドハ ンティングなど数知れない記録写真をと

り、これをアメ リカで公表 し、貴重な資料を残 した。先の著書の中でも少数部族には5つ

の章をさいている。 しか し、その民族学への学術的貢献となると、それほどではな く、む

しろフィリピン植民地行政への影響、フィリピン独立反対論の根拠を提供するといった政

治的影響の方が大きかった。

スペイン政庁は行政上、少数民族を下位集団に区別することはしなかったが、ウースター

は少数民族間でも違いが大きいことを強調 した。1901年 にアニ ミズムのパガ ン信仰の少数

民族(北 部ベンゲ ット州、 ミンドロ島など)と 、 ミンダナオ島南部のムス レムをあわせて、

「非キ リス ト教徒部族」(パ ガン、ムスレム)と 総称し、低地フィリピン人のキ リス ト教

徒 と分離統治するよう提案 した。低地フィリピン人と高地少数民族、キ リス ト教徒とムス

レムに区別 し、フィリピン人という総称は低地キ リス ト教徒に頬 してのみ使うことに した。

これ らの区別は純粋に宗教の違いによるものではなく、地理的分布、文明度の高低が基準

であった。

ウースターは 「非キ リス ト教徒部族」 と低地フィリピン人キ リス ト教徒には文化水準に

格差があ りすぎて、交易などの買取 り価格の際、前者が後者に搾取されてきたことを理由

に、非キ リス ト教徒部局の監督権を低地フィ リピン人の手に移管することは 「破滅的であ

る」として拒否 した ( Sulliban,pp.150-151)0 このよ うな彼 の主 張によ り、 1905年9月 にフ ィ

リピン委員会が特別州を制定 し、アメリカ人の行政保護下に 「非キ リス ト教徒部族」をお

いた。いわゆる分割統治である。

　 これに対してフィリピン人政治エ リー トらは、フィリピン ・ナショナ リズムの立場か ら

「部族」 という呼称や、フィリピン人がイフガオ族やイゴロッ ト族に代表されるかのよう

な宣伝の仕方、低地フィリピン人が彼らを非人道的に扱 うという理由を もって、少数部族

を引き離す隔離統治に不満を もった。ことに少数部族の地域には英米豪の開発資本家を招

き入れる一方で、フィリピン人の浸食を防いだことも怒 りをかった。

　ウースターは低地フィリピン人を嫌悪 していた。彼 らが即時独立を要求 して敵対的態度

をとり続け、不正や権力濫用がひどいという理由である。これと反対に、北部山岳少数民

族はアメリカ人に友好的で忠誠心が強く、正直で勇気ある行動をとり、イン ドのグルカ兵

と並ぶほど優秀であると賞賛 している。山岳地帯は絶好の砦とな りうるので、その戦略的

位置を利用 し、山岳民族を民兵に訓練すれば フィリピン人の内乱などに備えることもでき
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るとも考えた。ベンゲット州バギオを保養地 として開発 して夏の群島政府とする案もウー

スターの提案であり、1900年 にルー ト戦争長官の命令を うけて鉄道 ・道路建設計画を含む

調査を行った。

このようにウースターの関心は野蛮人の文 明化、進歩発展にあったが、それはアメリカ

の統治が少数民族の文化水準をどこまで近代化させたかという質の進歩であった。たとえ

ばイフガオ族、カリンガ族、イゴロッ ト族の首狩 りの悪習慣を廃止させ、裸のイゴロット

の子供が9年 後には背広姿の青年に成長 し

学校で英語を学ぶ姿であ り

(Worcester,

(W orcester,p.466)

p.448) 、イフガオ族の子供たちが

ニ ッパ小屋 が木造建てになるなどという類

の進歩であった。1911年 、1913年 に、アメリカの有名な一般雑誌に 『フィリピン群島の非

キ リス ト教徒住民』8と 題 したウースターの論文が掲載され 、首狩 りの様子を含む多数の

写真が公開された。フィリピン人の後進性と野蛮性と、アメリカ領有後の文明化の対比を

印象づけることが狙いであったといわれる。少数部族が フィリピン人全体を代表するもの

ではないことはいうまでもないにもかかわ らず、このような論文が、フィリピン人はまだ

独立できる文明水準にないこと、少な くとも小数民族はアメリカが永久領有 して保護 しな

ければな らないといったアメリカ人一般の世論を喚起するのに役だったのである。

　 当時の反帝国主義同盟のメンバーはウースターの近代主義の深層に潜むのは、19世 紀か

ら20世紀 にか けて欧米知識人の意識を支配 していた白人優越主義 、科学開発優越主義、

「反動」思想であると攻撃 した。野蛮人を文 明化 し、無知蒙昧の者を開明化することに白

人の使命観を見いだ し、そのための社会工学 的な民族改造をめざした近代主義の宣教師で

あった。このような異民族の開化改造はアメ リカ人の北米インディアンに対する経験や考

え方と類似 していた。

　 ウースターのような近代主義が赤裸々な植民地支配の側面と結び付けば、それは開発主

義であった。少数部族の山岳州の資源開発、 アメリカ人の投資を呼び込むための投資環境

の整備、アメ リカ人資本家への土地所有権の 自由化など、鉱山開発、農園経営といった経

済権益の追求に具体化 された。

　 ウースターが民族学の分野でパイオニア的役割を果た したとされるひとっの理由は行政

組織を調査機関としたことにある。内務省に 「非キ リス ト教徒部族局」を設けて調査に熱

意を傾けた。 そのきっかけは第1次 フィリピン委員会報告の 「民族」の箇所の執筆にあた

り、小数民族の基礎データがなかったことか らきている。それまでのフィリピン民族研究

では、 リザール(Jose　M.　Riza1)の 友人のオース トリアの民族学者ブルメントリット(Ferdi一
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nand Blumentritt)の研究は間違いが多かった。

1901年10月 に 「非キ リス ト教徒 部族局」(フ ィ リピン委員会第253号)が 設け られ ると、

人類学、民族学の専門家であるバ ロス

(Albert

Saleeby)

E. Jenkins)

が加 わ って、

が副主任に、

(David Prescott Barrows ) が主任 に, ジェンキ ンズ

レバノン出身のアラブ人内科医のセレービNajeeb M.

群 島中の非キ リス ト教徒部族 に直接接触する調査方法を とって、地

理的分布やエスニ ック集団ごとの学術的に正確な情報を収集した。主任のバ ロスは人類学

者でシカゴ大学で北米インデ ィアンの研究で博士号をとった人物であった。7

調査の成果は、フィリピン委員会年次報告の1900年 「フィリピン群島原住民」

Part II), 1901年 の一連 の民族学報告 シ リーズや 『フ ィ リピン科学誌』

(Vol.1,

に論文として発表さ

れた。8と くにウースターの 「北部ルソン島の非キ リス ト教徒部族」が知 られている。9

　 このようにして学術的 目的の調査と、植民地統治のうえで必要な情報の取得とい う目的

の調査が相互依存する状況が生まれた。バロス局長は1902年 の報告の中で、現実に学術調

査と行政とがいかに相互依存の関係にあるかについて次のように述べている。

　 「行政の分野で建設的な仕事を しようとすれば、専門家の研究者の指導と情報に頼 らざ

るをえない。無知であれば(住 民の)恐 怖、憎 しみ、抑圧がついには報復がおきる。群島

に秩序を樹立 しようという意図で、白人とマ レー人との関係に新 しい基準をつ くろうとし

ているのだが、これが成功するか どうかの大半は、直面する少数民族の諸問題を、我 々が

理解 で き るか 、少 数民 族 の学術 的な把握 が で き るか とい う点 にか か ってい る」

(Lopez,PP. 106-107.) io

　南部ムスレムの先駆的研究者セ レービは レバノン生まれのキ リス ト教徒である。アメリ

カの大学で医学を治め、米西戦争に志願 して トマサイ ト号でフィリピンにきた。1903年 に

南部 ミンダナオ島のムスレムを調査 し、1906年 までモロ州教育委員長を務めた。彼はアラ

ビヤ語ができたうえ、ムスレムとその文化、イスラムに対し尊敬と理解の念を示したので、

スルタン、ダ トウ、ウラマ らと親 しい関係を もつ ことができ、ムスレム共同体に関する先

駆的報告、モロの歴史、民族、言語などの著書 、論文が数多 くある。1905年 には 『ムスレ

ムの歴史の研究:イ スラム法と宗教』

of Printing, 1905 ) を発表 した。

(The Studies in Moro History:Law and ReligionBureau

これは外国人や非ムスレムには入手が難 しかったマギンダ

ナオ族、 ブワヤ ン族、イ ラヌ ン族のスルタ ンやダ トウの正 統な系統史(tarsilas)、ア ラ ビァ

法か らの選択 である各部族 の法(luw　 aran)を,そ れ ぞれ アラビア語で綴 られた部族 語か ら訳

したが、 その際、直 接、ダ トウらに接触 して 内容の 聞き取 りを した うえで解釈 した もので
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ある。11

バ ロスはアメリカにおける北米インディア ンの隔離政策、つまり保留地に隔離する政策

が失敗に終わったことを教訓 として、ウースターのいう少数民族の保留地への隔離政策に

反対であった。この少数民族隔離政策は、ジョー ンズ法(1916年)制 定の翌年にはフィリ

ピン人の強い要求により、統合政策へとって替わ られた。名称は同 じ 「非キ リス ト教徒部

族局」だが、 目的はまったく反対の局が設置 された。アメ リカ人が後進民族と呼んだ少数

民族を、政治経済社会的に引き上げてフィリピン人多数派部族へ統合させようとする政策

を推進する局とな った。

このよ うな統治上の政策の選択に関連 して、問題になるのは 北部山岳少数民族の数を

民族学的にどのように認定するのかという学術 的課題であ った。ブルメントリットは36部

族、ジェスイ ット修道会の報告では26部 族、 ウースターは初めは27部 族としていたが、後

にはこれを7部 族へと改め た。その際、 ウースターは政治組織や共通言語を 「部族」の要

件と しないという 「部族」の新たな定義を した。

これに対 して、バ ロスは アメ リカ ・インディアンと比較 して、フィリピンの北部小数

民族は内部に政治組織を欠いていることか ら、独立 した部族の概念は適用できないと し、

それぞれが独立 した 「部族」ではなく、 もとは同一部族であったが、地理的障害などの事

情か ら多様化 しただけの 「文化地域」であると認定 した。

このバ ロスもまた統治政策となると、フィ リピン社会全体にっいて民主 ・非民主的とい

う政治的価値観を持ち込むことになる。バロスはフィリピン社会がカシケ(富 裕地主)対

タオ(一 般大衆)の 抑圧的な支配構造にある ことを批判 し、北米イ ンディア ンの社会が民

主的であるのと比べて、たとえばマンヤン族の社会が抑圧的なアリス トクラシイー支配の

社会であること、このような特徴は非キ リス ト教徒、キ リス ト教徒を問わず、フィリピン

社会全般 に共通 していること、 したが ってフィリピン人エ リー トの首長の手に警察権など

を分権化することはすべきでないとして反対 したのである

以上のほかにも何人かアメ リカ人人類学の行政官がいる。

民族に直接接していたアメ リカ人人類学者、アー リー

(Lopez p.109)

北部ルソン島山岳州で少数

(Johon Christopher Early 1878-1932)の

山岳民族に関する研究がある。アー リーは少数民族の公立教育、山岳州知事、総督の非キ

リス ト教徒問題顧問 として生涯を尽 くした。1926年 の 「山岳州知事報告」

Governor of the Mountain Province) にはその報告がある。

1916年 に山岳州カ リンガ州の教育長を務めたバー トン (R.F. Barton )

( Report of

にはカ リンガ族の
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慣習法や社会組 織の研究があ る。12バ ー トンはカ リンガ族の社会組織には各親族集団を こ

え る地域 的、領域的組織が存在す ると して、 その特 徴 と慣 習法 を明 らか に した。人類学者

のキー シ ング夫妻(FelixM.KeesingandMariaKeesing)の 『フィ リピン首狩 り族の変容』

13は北部 山岳少数 民族の生活が フ ィ リピン人 と して適用 して い く変容過程を 報告 した もの

であ る。

ベ イ ヤ ーの フ ィ ワピ ン先 史期 研 究

本格 的な フィ リピンの先史 学、考 古学研究 は、なん とい って もフィ リピン大学人 類学学

科 長ベイヤー(Ka】eyBeyer)教 授(1883-1966)の 貢献が大 きい。彼 は1905年 か ら60年

を こえて フィ リピンに滞在 したフ ィ リピン考 古学、民族学の父 とみな される存在 である。

アメ リカで化学、地 質学 、考古学 を修め た後、 フィ リピ ンに来て北部 山喬州 の教育局 の

教育長 としてバ ナウエ に住 みは じめ(1905-1908年)、 その後 ハーバ ー ド大学 で人類学の

専 門訓練 を うけた後、 山岳州 に帰 って民族調査 に従事 した。1909年 か ら内務省科学局所属

の民族学者、 フ ィリピン博物館の学芸員主任の ふたつの職 を兼任 し、1913年 のサ ンフラ ン

シスコ博覧会で はフィ リピン民族の展示を行 った。1914年 以後 はフィ リピン大学人類学民

族学部の教授に就任 し、科学局博物館員 も務 めた。その 間、民族言語集団の調査は 「フィ

リピン民族学 シ リーズ」(PhilppineEthnolographicSeries150巻)と して報告 した。ベイ

ヤーはイ フガオ族の首長 の娘 と結婚 したの で、 イフガオ族の一員である。

ベイ ヤーはフィ リピン先史期の一連 の考 古学研究 によ り、石器時代か ら16世 紀 までの フィ

リピン群島の歴 史を旧石器、 中石器、新石器 、鉄器、 陶磁器の5期 に区分 して体系づ けた。

それまでは フィ リピン群島の石器 時代の存在 は疑 問視 されていたが、ベイヤーが1920年 代

に行 った リザール、バ タンガス、ブ ラカ ンな どの各州の約百カ所の発掘調査によ り、 旧石

器 、新 石器(前 期、後期)の 出土 品25万 点がでた。 ほか にもテ クタイ ト(㎏kti短s)と 呼ば

れるガラス状 の阻石50万 種を収集 し、フィ リピンの27箇 所の出土場所 を明示 した。鉄器 、

陶磁器 も出土 してお り、鉄器が南部 イ ン ド、 ジャワ、ボルネオ との類似 しているこ とを指

摘 して、約2000年 前 頃にマ レイ人が元 々イ ン ドを発祥 の地 とす る鉄器文化 をフ ィリピン群

島へ持 ち込ん だとす る仮設を だ した。 このよ うにベイヤーは東南 アジア全体の 中にフ ィリ

ピン先史期を位置づ けた。1930年 代 にな ってベ イヤーの仮設 はソルハイム(WilhelmG.So1-

heim)の フィ リピン鉄器文化研 究へ受 けつがれ た。 ベイ ヤーコ レクシ ョンはす べて併せて2

百万点 にものぼる。14
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また先史期のフィリピン民族について も最初に体系化 した仮説を出 した。ベイヤーは民

族移動の波 と一般人種の形質的特徴と生業によって、先史期のフィリピン民族は、原人、

ネグリー トのプロト・マレー、イ ンドネシア人A、B、 マレー人に分類できるとする仮説

を提示 した。ベイヤーは同じ地域のフィリピン人の間にも同じネグ リー トの間にも皮膚の

色の濃淡が見いだせることや、フィリピン東 部ルソン島のネグリー トにはパプア人の要素

が強 く認め られることなども唱えた。ベイヤーの 『フィリピンの民族1916年 』が有名で

あ り、その補完をなす論文 『1918年国勢調査のフィリピン群島の非キ リス ト教徒民族』で

は小数民族に24のパガ ン、7つ のムスレム民族集団、62の 方言を認めた。15

ベイヤーの研究は次の世代の人類学者たちに受け継がれ、たとえばスペイ ン到来以前の

慣習法や信仰を中心に したクルーバー(AlfredKroeber,L..)の 『フィリピンの民族』人類

学、考古学、民族学的にフィリピン民族を考察 したタンコ(MazceloTangco)の 論文 「フィ

リピン民族の人種文化史」などがある。16

このようにベイヤーのフィリピン先史期の研究は、フィリピン地域文化研究への学術的

貢献が高い。植民地行政にかかわ りなが ら近代への変容ではなく、伝統の世界をひろげた。

ベイヤーの学術研究の功績は学術的分野にとどまらない。 フィリピン民族を暗闇の中か ら

先史期 という歴史の明るみに登場させ、東南 アジア世界 とのつなが りを樹立 し、国立博物

館を充実することにより、フィリピン民族の歴史を国民の歴史に昇華させる大きな働きに

つながっていった。フィリピン・ナショナ リズムに対する寄与はきわめて大きいといえよ

う。ベイヤーはイフガオ族として埋葬されたことをつけ加えておきたい。

uの 注

1記 事 や 論 文 はAmericaninthePhilippines,,Vol.2,pp.322-323の 文 献 リス ト)。

2ヘ イ デ ン に よ れ ば 、 ア メ リカ が1898年 以 降 フ ィ リ ピ ンを 「西 洋 型 一 修 正 モ デ ル で あ る ス ペ イ ン ・

ラ テ ン 型 の 文 明 を う け た フ ィ リ ピ ン を も う ひ と つ の 西 洋 型 一 修 正 モ デ ル の ア ン グ ロ サ ク ソ ン 型 文

明 へ 変 え よ う と した 」 点 で 、 共 通 して 新 旧 オ ク シ デ ン タ ル 文 明 の 実 験 的 適 用 で あ る 。 イ ン ドや 日

本 の よ う な オ リエ ン タ ル 型 文 明 を オ ク シ デ ン タ ル 文 明 へ 変 え よ う とす る の と は ま っ た く 違 う と い

う。JosephRalstonHayden,ThePhilippines:AStudyinNationalDevelopment.NewYork:TheMacMilan

Company,1942,p.30.

3以 上 の 段 落 で 述 べ た 書 はDavidP.Barrows..AHistoryofthePhilippines.1905(RevisedEdition:World

BookCo.1926;FredW.Atkinson.ThePhilippineIslands.1905;PrescottF.Jernegan.AShortHistoryofthe

Philippines.1905.CharlesEdwardRussell.OutlookforthePhilippines.1922.ThePhilippinelslands:A

Historical,Geographical,Ethnological,SocialandCommercialSketchofthePhilippineArchi-pelagoand
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itsPoliticalDependence.NewYork:ChazlesScribners,1899;FredericSawyer.TheInhabitantsofthe

Philippines.London:SampsonLawMarstonandCom-pany.1900.ほ か に エ リオ ッ ト(CharlesB.Elliot)

フ ィ リ ピ ン 委 員 兼 商 業 警 察 長 官 の 考 え で 作 成 さ れ た 「公 式 案 内 書 と ハ ン ド ブ ッ ク 』John

W.Arnold.TheLandofPalmandPine:AnOfficialGuideandHandbook.1911.が あ る 。

41901年7月 の 民 政 移 行 以 降 、 フ ィ リ ピ ン群 島 政 府 は 合 衆 国 の 官 僚 組 織 を ま ね た ミニ コ ピ ー と し、

は じめ は4省 体 制 で 出 発 した 。 内 務 省 は 検 疫 、 天 候 予 測 、 森 林 、 鉱 山 、 農 業 、 漁 業 、 公 有 地 、 政

府 実 験 、 パ テ ン ト著 作 権 、 非 キ リス ト教 徒 部 族 の 各 局 な ど 多 様 な 部 局 を 管 轄 下 に き 、 自 ら も 農 業 、

衛 生 厚 生 、 科 学 、 土 地 、 森 林 、 非 キ リス ト教 徒 部 族 、 政 府 実 験 場 に 積 極 的 に 取 り組 ん だ 。

5同 誌 の 初 年 度 の 発 行 は 計10号 、 以 後 はA化 学 ・地 質 学 ・産 業 、b熱 帯 医 学C植 物 学D民 族 学 ・

人 類 学 ・生 物 学 の4分 野 別 に 、 毎 年 そ れ ぞ れ6号 ず つ を 刊 行 、 ひ と つ の 号 に は 平 均6、7編 の 論 文 が

掲 載 さ れ た 。 動 物 学 者 と し て の ウ ー ス タ ー は フ ィ リ ピ ン の 鳥 類 に 関 す る 論 文 を 発 表 し て い る 。

1906年 か ら20年 間 分 の 同 科 学 誌 の イ ン デ ッ ク ス(著 者 別 、 課 題 別)が 全2巻 に ま と め られ て い る 。

WinifredI.kelly.FirstTenYearIndexandtheSecondTenYearIndexTheJournalofScience.Bureauof

Science.1931.

6RodnyJ.Sulliban,ExemplerofAmericanizm:PhilippineCazeerofDeanC.Wor-cester.theUniversityof

Michigan.1991.p.123.

7バ ロ ス は1900年 に フ ィ リ ピ ン 群 島 へ 来 て マ ニ ラ 市 教 育 委 員 長 を1年 間 、 「非 キ リス ト教 徒 部 局 」

主 任 を2年 、 そ の 後 教 育 局 の 主 任 に な っ た 。 な お 「非 キ リ ス ト教 徒 部 族 局 」 は1903年 に 「フ ィ リ

ピ ン群 島 民 族 学 調 査 局 」 に 改 名 さ れ 、1905年 に 教 育 省 の 課 、 さ ら に1906年 に 科 学 局 に 移 っ た 。

SDeanWorcester."Non-ChistianTribesoftheNorthernIuzon."PhilippineJournalofScience.V.1.

October1906;AlbertE.Jenkins.TheBontocIgorot.Manila:BureauofPrinting(thePhilippineIslands.

EthnologicalSurveyPublicationsV.1)1905.こ の ほ か の ウ ー ス タ ー の 著 作 ・論 文 リス トに つ い て は

RodnyJ.Sullivan,1991の 巻 末358-361頁 を 参 照 の こ と 。

9"Non-ChristianPeoplesofthePhilppineIslands."NationalGeographiicMagazine.V.24,November1913.

10VioletaLopez.TheMangyansofMindoro:AnEthnohistory.QuezonCity:Univer-sityofthePhilippines,

1976,PP.106-107.

11NajeebMSaleebyの 著 書 と 論 文 はTheMoroPeoples.1906;TheHistoryofSulu,,Manila:Bureauof

Science,DivisionofEthnology,1908;TheOriginoftheMalayanFilipino.PapersofPhilippineAcademy,

1912;TheMoroProblem.Manila:BureauofGovernmentPrinting,1913;TheLanguageofEducationin

thePhilippineIslands.Manila:1924.

12R.F.Barton.TheIfugaoLaw.Berkeley.1919.TheKalingas:TheirInstitutionsandCustomLaw.University

ofChicagoPress,1949咄 版 直 前 の1947年 に な くな っ た た めFredEgganの 手 で 出 版 さ れ た 。

13FelixMKees血gandMariaKeesing,TamingPhilippineHeadhunters:AStudyofGovernmentand

CulturalChangeinNorthernIuzo皿.StanfordUniversityPress.1934..ほ か にFelixKeesing.ThePhilippines:

ANationaintheMaking.Shanghai:KellyandWalsh,Limited・,1937.が あ る 。

14ベ イ ヤ ー に つ い て はRudolfRahma皿S.V.D.andGertrudesR.Angedited.Dr.H.OtlyBeyer=Dean
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of Philippine Anthropology. Cebu:The University of San Carlos,1968. ベイヤーの研究業績は Beyer H.

Otley. "Recent Discoveries in Philippine Archaeology." In Proceedings of the Third Pan-Pacific Science 

Congress, Tokyo 1926,V.II; A prehistoric Iron Age in the Philippines." The Philippine Magazines V.25, 

October,1928; "The Philppine People of Pre-Spanish Times." The Philippine Magazines, V. 32, 

October,1935; "The New Stone Age in Batangas Province 1000, B.C." The Proceeding of the Second 

Congress for Prehistoric Research in the Far East. FEB.,1935, Manila. Printed in 1936; "Report of a 

Systematic ArchaeologicalSurvey of Rizal Province, Luzon in 1926-1935."

15

16

The Population of the Philippines in 1916. Manila: Philippine Education Company Inc.,1917; The 

Non-Christian Peoples of the Philippines in the Census ofthe Philippine Islands, 1918, Vol.II, Manila:Bureau 

of Government Printing,1921. 

Alfred Kroeber,L. People of the Philippines. New York:American Museum Press.1928. Marcelo Tangco. 

" Racial and Cultural History of the Filipino
." The Philippine Social Science Review. X, May 1938.

川 政治史 ・植民地統治研 究

1比 米交渉 ・領有の研究

アメリカ人研究者による植民地期フィリピン研究のもうひとつの極に、植民地統治研究

がある。この研究はフィリピン領有をめぐる比米関係、統治政策を含めて、政治史に入る。

アメリカ統治期の諸制度は多 くがフィリピンの伝統が育んだものではな く、いわば外部か

らの異物である。アメリカはフィリピン国民 とその国家の創出の基盤となるよう、フィリ

ピン社会に人工的にこれらを注入 したのであ った。フィリピンの歴史に無視 し難い高度の

あつれきをもたらした。

1898年 から1900年 までの対スペイン独立革命、アギナル ドのフィ リピン共和国樹立 と対

米協力のフィリピン人、米国によるフィリピン共和国軍の対米独立闘争の武力鎮圧などは

ルロイ(James㎏Roy)が 歴史の確定が 「もっとも難 しい」時期とよんだ時期である。フィ

リピン革命の性格は何であったのか、アギナル ド政府はアメ リカに騙されたのか、フィリ

ピン人は予め独立を約束されていたのか、1899年2月4日 の開戦はフィリピン人の陰謀なの

か、といった当時の疑問が歴史上の疑問とな り、百年後にいたっても、フィリピン人、ア

メリカ人研究者の双方から再解釈が試みられている。

フィリピン領有、フィリピン人坑米戦争、植民地統治をめぐる研究は、フィリピンが植
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民地である間は、解釈によっては、アメリカのフィリピン植民地化の歴史解釈の正当性に

かかわることであり、純粋に価値中立的な歴史認識ではありえなかった。たとえばフィリ

ピン民族主義者にとってはアギナル ド共和国軍の独立防衛戦争、比米戦争、対米抗戦 と認

識されたことを、アメリカ政府は 「フィリピン反徒」による 「対米謀反」と規定 し、アメ

リカの武力鎮圧をアメリカによる平和と秩序 の 「平定作戦」と定義 した。またアメリカは

富裕フィリピン政治エ リー トがアギナル ド軍 を 「山賊」 「無法者」と呼んだ言葉をそのま

ま都合よ く借用 して、用語 として定着させた。反領有派を除いて、これに疑義を呈すフィ

リピン研究者はいなかった。

アメ リカ領有をめぐる研究の代表的なもの に、ル ロイの 『フィリピン群島におけるアメ

リカ人』全2巻 (James Le Roy. The Americans in the Philippines. VoL.1 &II , 1914.)があ る。ル

ロイはフィリピン委員会の秘書 であった。1巻 は反スペイ ン革命、2巻 はフィ リピン人の

「反乱勢力」とアメリカの軍事鎮圧の経緯を詳細に追って記述 している。その史料的な裏

付はかなりの程度までさきに紹介 した戦争省史料 「反乱勢力記録」に依拠 しているが、テ

イラーの校正原稿に目をとおしたのは1908年 になってのことであり、それ以前にスペイン

語資料,新聞雑誌記事やアメ リカ議会記録、第2次 資料に基づいて書いていた。すでに発表

した雑誌記事や論文も本書に組み込まれている。ルロイは1909年 に死亡 したため、本書は

死後に出版された。

　ルロイはミシガ ン大学卒業後、1901年 フィリピン群島にわたり、第2次(タ フ ト)フ ィ

リピン委員会委員の副秘書 としてウースターの秘書を務める傍 ら、ジャーナ リス トとして

フィリピンに関する記事を多 く書いた。1905年 にはタフタ戦争長官の私的秘書としてフィ

リピン群島調査に再訪 した。このような立場か らいって、ルロイの研究が合衆国の領有を

擁護する立場にあるのはいうまでもないが、相対的に学術的性格が強いのは、資料の信慧

性には敏感であり、 自主的な判断を しているか らである。たとえば、ルロイは同じ戦争省

史料 で もウィル コック とサ ー ジャン ト

めなか った (Le Roy, pp. 334-335.)0 '

(Wilcox- Sargent) 調査報告に資料として価値を認

　 ウースター も彼の著書 『フィリピン群島:過 去 と現在』の3,4,5章 において、 アメ リカ側

とアギナル ドの交渉の経緯や アギ ナル ド 「反 乱勢力」 の性格 を述べてお り、 アメリカはフィ

リピン独立を約束 して いた、 フィ リピン人は騙 された、フ ィリピン共和 国を アメ リカが破

壊 した とい った フィ リピン人の非難は 「もっ とも信頼性の高 い」 「反乱勢力記録」 に依れ

ば 当た らず と して否定 して いる。 ウースター はウ ィル コックとサー ジャ ン ト報告 と 「反乱
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勢 力記録 」の双 方を引用 して、アギナル ド共 和国政府の混乱 と未熟 さが 自治能力を備えて

いない証拠 である として、アメ リカの領有が正 しい決定 であ った とす る(Worcester,5章)。

次 にエ リオ ッ トの 「フ ィリピン:軍 政期 の終わ りへ」(CharlesB.Elliot.ThePhili-ppines:

totheendofMilitary(iovernment.Indianapolis:1916)も1898年 か ら1902年 まで軍政期を 「反

乱勢力記録」を使 って擁護 してい る。 さき に繰 り返 し述べ たように基本 的に 「反乱勢力記

録Jは ア メ リカ政府の立場を代弁す るもので あ り、編纂 にあた っては膨大な資料の 中か ら

政治 目的 に応 じて取捨選択が行われている可能性 も考え ざるをえない。 たとえば、 この記

録か らは フィ リピン人政治エ リー トの大半 が 独立 よ りも対米協力を 申 し出て いたとす る印

象が強 く伝わ って くるのである。

以上 の フィ リピン領有 肯定論 に対 して、 同 じ公職者で も中級職 のブ ラウン ト(JamesH・

Blount)の 『ア メ リカの フィ リピン群 島占領、1898-1912年 』(AmericanOccupationofthe

Philippines,1898-1912.NewYork;:Putnam'sSon,1913.)は 合衆 国のフ ィ リピン領有 と植民地

統 治を誤 れる政 策 と して批判 している。 これ は反米 フィ リピン ・ナ ショナ リズムの立場 を

代弁す る もの といえる。 ブラウ ン トは義勇軍 将校(1899-1901)と してフ ィ リピンに来 た

が、退役後 、フ ィ リピン群 島の地方判事(1901-1905)を5年 間務 めた。ブラ ウン トは軍政

期 の比米交渉 と民政を比べ、民政が フィ リピ ン独 立を領有へ と変 えた として非難 した。ア

ギ ナル ド共和 国政府 に独立の権利 も能力 もあ った うえ、大半の フ ィリピン人 は独立を望ん

で いた こ と、対米反乱が数年 して もやまない のは一般住民 の独立要求 に根 ざ してい る証拠

で あ り、軍政長官が その旨を報告 したに もか かわ らず、 マ ッキ ンレー大統領 とフィ リピン

民政が フィ リピン人の独立の権利を踏みに じり、 フィリピン人を騙 し、全島を領有 したも

のであ り、 「恩恵的 同化政策」の下の植 民地 よ りフィリピン人 によるそれな りの フィ リピ

ン政府 の方がよ りよいのであるか ら、直 ちに この誤れ るフィ リピン群島領有方針をやめる

べきである と論 じて、 フィ リピン入民族主義の指導者の支持 をえた。

アメ リカ国内の市 民や政 治家 らの反帝 国主 義 同盟 は武力行使反対、人種偏見反対を理由

に1898年 か ら1899年 中 まで、マサチ ュウーセ ッツ州や シカゴ市で海外 領土領 有反対 運動を

展開 した。 『共和国それ とも帝国?』 は、 ブ リア ンほかの反帝国主義 同盟の人 々の演説集

であるが、対 スペイ ン戦争 、対フ ィ リピン戦 争の不 当を訴えて、アギナル ドとアメ リカの

間の交渉 資料 も載せ て、アメ リカが フィ リピ ン独立の正当な要求 を踏みに じったと批 判 し

た。 また 『兵士 の手紙 』を編集 し、 アメ リカ兵が 「ニガー」へ の人 種的偏見 や 「獣狩 り」

と同 じ感覚 で、フ ィ リピン人 を抹殺 してい る ことを示 し、アメ リカが しているのは人種戦
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争にほかな らないと非難 した。2こ のような活動は共和党政権筋か らはフィリピン民族主

義者の反米意識をあおるものとして非難された。

このような歴史的文脈か ら、現代史のアメ リカのベ トナム戦争に関連 して、近代史のア

メリカのフィリピン領有と比米戦争の再解釈 が研究者の課題とされたのは理由のないこと

ではない。

2植 民地統治 か ら 「フィリピン国民」創 出へ

a.ア メ リカの植民地統治の研究

アメ リカの植民地統治が英蘭仏のそれ らと際だって異なる点は、領有後10年 足 らずで、

フィリピン人の政治参加 と自治を育成する実験をは じめたことである。アングロサクソン

的西洋型民主制を唯一の理念モデルとして、 その重要な機能を導入 し、短期速成で将来②

フィリピン国民」国家の法制度と基盤を しいたことである。フィリピン植民地国家はかぎ

りな く国民国家に近 く見えたが、 しか しそれは外部勢力がつ くりあげたというその本質に

おいて、植民地国家であった。

フィリピン統治形態は、時とともに制度的に保護領型 自治政治ヘシフ トしていく。1901

年から(1902年 にフィリピン組織法)1907年 までは総督とフィリピン委員会(9名 のうち

アメリカ人が過半数)が ほぼ完全な主導権を握っていた統治期、1907年 から1916年 までは、

フィリピン議会が発足 したが総督 とフィリピン委員会(途 中からフィリピン人委員が過半

数)に まだかなりの主導権があった時期、1916年 のフィリピン政府法の制定以後、フィリ

ピン人の上下両院議会が実質的に主導権を強 め、アメリカ人総督は法的にも力関係のうえ

でもア ドバイザー的な位置にたち、1920年 末か ら1930年代前半まで、フィリピンとアメリ

カにおける独立運動が盛んになった時期、1935年 か らのコモンウエル政府期にわけられる。

その間、フィリピン植民地国家のハー ド面の基盤は著 しい進歩をとげた。 しか し、アメリ

カ植民地官僚が常に問題にしたのは指導者 と大衆の意識が必ず しもその制度に伴 っていな

いという点であった。

ここでアメリカのフィリピン植民地統治にみられた矛盾について、いくつかの点をあら

か じめ指摘 しておきたい。第1は 、アメ リカ人一般や米経済界はフィリピン群島に無関心

であり、フィ リピン人の対米バーセプ ションとの間にギャップがあったこと、第2に アメ

リカ植民地政府行政官の関心はアメ リカの統 治業績にあること、フィリピン人がアメリカ
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または西洋モデルの民主主義と文明的進歩を どこまで遂げたかという視点を介 して、フィ

リピン人を理解 したこと、第3にアメ リカ人高官のいうフィリピン人とはほぼイルス トラー

ド層をさ し、イルス トラー ド層の意見がフィ リピン人の意見を代表 した結果、オ リガキー

特権政治が発達 したこと、第4に アメ リカが導入 した比米間の自由貿易制度が植民地型経

済構造を確立 し、富裕地主層を経済的に保護 し、フィリピン経済の対米依存を深めた。こ

れ らはアメリカがめざしたフィリピンの民主社会と独立をもっとも阻害する要因となった

こと、第5に 国家の基本 的諸制度はア メリカから移植されたが、 自治運営 にあたる精神 と

行動様式はフ ィリピン人の ものであったこと、第6に 経済財政、 防衛面などほかの独立の

諸要件が整わない状況下で、アメリカ国内の利益政治の圧力か ら10年後のフィリピン独立

(1946年)が 決ったことである。

アメリカの統治の精神は、欧米民主政治の絶対的優越性をアプ リオ リの価値とし、これ

をアングロサクソン系アメリカがアジアのラテン文化系の異民族の教育と文明開化通 して

その民族 に実現す ることを 目標 とした。その実施 においては博愛主義の名において、

「フィリピン人の幸福 と利益」のために 「自由と法治義」の原則を厳 しく適用するものと

され、人権保障などのアメ リカ合衆国建国の理想は 「たとえフィリピン人が慣れ親 しんだ

手続きや慣習法に反 しても」、現実の不適合を生んでも移植されねばならないとされた。

すでに引用 したウースターはそのような代表的アメリカ人の精神の持ち主であった。フィ

リピン委員会が発足 した最初の年には、 このアメリカの理想の実現へむけて449の 法律を

制定 した。これは15年 間のフィリピン委員会の制定法の全体の4分 の1に あたる。3

フィリピン植民地行政の高官は多 くが 「フィリピン群島」や 「フィリピン」と題 した本

を著 している。これ らは厳密にいえば、フィ リピン地域研究であるよりは、第一義的には

アメリカのフィリピン植民地統治史であり、副次的にフィ リピンの植民地史である。その

内容構成が類似 しているのは見事なほどである。4こ れらが書かれた意図がアメリカ国民

むけの合衆国の歴史の記録にあるのは違いない。アメリカの歴史に照 らし、またマッキン

レー大統領の最初の指示に照 らして、フィリピン植民地統治の正当性を総合的に記録 しよ

うとする歴史的な役割認識のもとに書かれた ものであり、さらにおそらくは自身の行為の

証 しと正当化のためであったといえよう。

ウースターの書 とならんで、アメリカ植民地統治とフィリピン植民地国家建設の基本書

とされる著書はチ ャールス ・ エ リオッ ト(Char】esB.E皿ioI)の2冊 の著書 『フィリピン』

である。5エ リオ ットはフォルブス総督との統治姿勢の対立か ら、フィ リピン委員会委員
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を2年(1910-1912)務 めただけで辞めた。エ リオッ トは法律専門家の判事であり、本書

に流れているのはフィリピン植民地統治は合衆国憲法の法の精神の下に法治主義の制約の

下に行われたという認識である。そ して合衆 国のフィリピン統治を法的に擁護 しているこ

とはいうまでもない。内容としてはフィリピン委員会の制定 した法律やフィリピン群島政

府の三権分立制が合衆国憲法の精神と手続き という制約下にあること、エ リオ ット自身が

長官を兼務 した関係か ら、交通通信省、道路、橋、鉄道の建設、郵政事業、海外無線電信

設備の大事業、水道設備、河川沿岸航路の拡充などの発達、教会領地問題や政教分離の原

則の難 しさ、フィリピン議会 との対立、フィ リピン人の迷信がもたらす衛生状態とアメリ

カの医学や科学のもたらす人命救助の成果との対比、公的初等教育の普及などについて、

個別問題を分析 し、アメ リカの業績を高 く評価 している。

その一方で、エ リオ ットはフィリピンの植民地統治の成功については、きわめて悲観的

である。 もともとフィリピン領有は合衆国にとって 「あきらかに無益な、困惑的出来事に

責任を負」 うた結果にすぎず、 「アメリカン ・モデルに基づ くフィリピン人のためのフィ

リピン」統治の原則はせいぜい遅れて決まった政治決定であり、実現には時間がかかる。

自治権をフィリピン人指導者に渡 したのはあ まりに時期尚早であり、その結果はフィ リピ

ン人指導者の特権濫用、批判を受け付けない 自尊心の強さ、行政能率の低下などが 目にあ

ま り、フィリピン統治におけるアメ リカの正 当な居場所はもはや失われたと嘆き、アメリ

カの初期の理想主義、楽観主義は、スペイン的マレー人のフィリピン社会を変えることは

できなかったという悲観論にとって変わ られ たという。エ リオッ トは英国やオランダのや

り方、時間をかけた限定的な自治が妥当であると信 じてお り、短期間でマレー人をアメ リ

カ人並の新国民に変えようとするのは間違いであ り、所詮、アメリカの統治はフィリピン

の長い歴史的醸成をちょっと中断 したにすぎないという悲観論に満ちている。

エ リオ ットはイギ リスやオランダのようにフィリピン統治に強い態度で臨むべきだと考

えていたので、フォルブス総督の妥協路線に批判的であった。フォルブスが政治的に未経

験で、統治の仕方を知 らず、フィリピン人指導者がアメ リカ人執行部を叩くにまかせたこ

とを批判 し(E皿iot,1917.pp.392-393)、 エ リオ ッ トの 日記(EliotlDiary)の 中でも、フォル

ブスのフィリピン人政治指導者に譲歩し続け、要求はなんでも呑み、現地新聞に侮辱的な

特権濫用を許すやり方はフィリピン人の反米革命に至る道であると厳 しく批判 している。

6こ のようなエ リオ
ッ トもまた、フィリピン人の文化、他者性の 「理解」者とは無縁であ

るといわねばならない。
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同 じよ うに、 ジ ャーナ リス トのルーズベ ル ト(NicholasRoosevelt)の 『フィ リピン』

(は ア メ リカはマ レー フィ リピン人 の表 面を 変えたにす ぎないと して、 アメ リカの植民地

統治を失敗であ り、イギ リスやオ ランダの植 民地統治が異民族を工学的 に変え ることな く

す ぐれた統治によ って成功 しているとい う。7

次に1907年 か ら公選制の フィ リピン議会 が導入 され ると、 この分野の研究がな された。

フィ リピ ン ・対米ナ シ ョナ リズムの うえで画 期 的な できごとであ ったが、カ シキズム支配

構 造のままの制限選挙である ことか ら、任命 制の フ ィリピン共和国(マ ロロス)議 会 と顔

ぶれはかわ らず 、議 席は各地 方を治 める富裕 地主層が 占め た。 この フィ リピン議会 の保守

的伝統 は独立以後 もか わ らず、 問題 であ った。 この初期 の フィ リピン議会を分 析 したル ロ

イや ロバ ー トソ ンの論文があ る。8

フィ リピン議会が フ ィ リピン委員会 と立法 権限を共有す るよ うにな ってま もな く、アメ

リカ人委員が過半数を しめ るフィ リピン委員 会 と議会 との対立が激 しくな った。 フィ リピ

ン人議員 はフィ リピン議会 こそが フィ リピン人を代表す る民主 的機 関である という理 由で、

自治権の拡大を要求 した。1910年 以降は予算措置をめ ぐって両者の対立 は膠着状態 に陥 り、

フォルブ ス総督 とオ スメニア議会議長の妥 協 策 も効を奏せず、 フ ォル ブスの任期の終わ る

1913年 まで続い た。 ちなみ に1907年 か ら1913年 のフ ィ リピン議会の提 出法案の約5割 はフィ

リピン委 員会に よって拒否 されてい る。 このよ うにフィ リピン委員会(1900-1913)の 重

みは次第 に薄れてい った。新 たな権力をめ ぐ って フ ィリピン人 指導者 同士の政党内派閥権

力 闘争 も激化 してい く。

しか しフィ リピン住 民代表す るはずの フ ィ リピン議会は、現実には地主富裕階層 の利害

を代表 していた。 フィ リピン委員会が広 くフ ィリピン人の一般 の利益 増進を意図 して立案

した政策 も、実施の段 階では逆効果 とな り、 かえ って富の集中を招いた。ア メ リカ人植民

地 高官 らの書 にはアメ リカ議会 とフ ィリピン議会 との制度的違 いのほか、議 会指導 者 と議

員 の権威 主義 関係、法 案をめ ぐってフィ リピ ン人議会 との摩擦 とフィ リピン議員の抵抗 な

どにつ いて述べ られて いる。

歴代総督 の中で は初代総督 タフ ト(覇1iamHawardTaft)、 第5代 総督 カル メロ ン ・フォ

ル ブス(W.Ca㎜eronForbes)、 第6代 総 督ハ リソン(FrancisB.Ha㎡son)が 相対 的に長 く

フ ィリピン統治 にかか わった。 しか しタフ トは民政長官期 の 『フ ィ リピンの 民政』 しか残

していな い。

これ に対 して、第5代 総督カル メロン ・フォルブス(W.CarmeronForbes)はrフ ィ リピ
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ン群島』2巻 がある。リフォルブスは富裕実業家一族出身で、1904年 にタフ ト総督がルーズ

ベル ト大統領の戦争長官に就任 した後、フィ リピン委員会委員に任命 された。交通通信 ・

警察長官を4年 間兼任 し、副総督兼任1年 、4年 間の総督(1909年 一1913年)兼 商業長官を

務めた。交通イ ンフラ基盤整備や公共事業や産業発展に力をいれた。本書は政府資料に依

拠 して領有期からウッ ド総督期(LeonardoWoods,1921-1927)ま で扱い、アメリカ植民地統

治の擁護とフィリピン領有継続を説いている ことに変わ りはない。フォルブスが力を入れ

た道路、鉄道、航路の交通網の大幅な発達、産業振興政策、土地政策などを中心に記述 し

ている。フォルブスは公職在任中につけた 日誌(ForbesJouma1,Library,HarvardUniversity)

があり、人物の個人的好みや個人的経験が記録されている。

フォルブスの考え方は実業家的思考の持ち主で、フィリピンの真の問題は政治的な自治

能力などではなく、経済的自立にあると考えていた。農業、産業、商業などの経済発展が

達成されなければ、大衆の抑圧的地位は変わ りはな く、自分の務めは各種農産物の事業の

増産によりフィ リピンに金をもたらすことで あるというものであった。 したが ってフィリ

ピン人大衆にアカデ ミクな教育訓練をす るよ り実際的な技術が重要であると考え、公共事

業には熱心な一方で、教育には関心が低か った。フォルブスが総督に就任すると、長年フィ

リピン教育制度を育成 してきた教育局長のバ ロスらは辞任 している。

しか しエ リオ ットが批判 したように、フォルブスは総督として政治構造の差がもたらす

政治的帰結の予測や判断にうとかった。フィ リピン議会やイルス トラ ド地主層の巧妙な抵

抗や抜駆けを阻止できず、経済発展のパイは拡大 したものの、恩恵の還元先はおよそ大衆

ではなかった。公有地分配策は結果的に小作人の数を増や し、広大な教会領地の砂糖黍栽

培 と製糖業への転作奨励は、教会領のほとん どが投資力の強い富裕地主 らやアメ リカ人の

手に落ちることになった。また食糧の米の増産をめ ざした潅慨事業法の実施 によ り、2百

をこえる潅慨事業計画に着手 し、後年、一時 は米の輸出ができるほどまで米の増産に結実

したが、同時に人口増加率の高さが米の増産伸び率を上まわった。

1909年のペイ ン ・オー ドリッチ間税法(PayneAldrichTar置Act、1922年 改正)に よって

比米間ほぼ自由貿易関係となったが、フォル ブスはその将来の弊害などは考えなか った。

比米貿易総額が飛躍的に伸びたことだけが成果であり、同法がフィリピン経済の過度の対

米市場依存体質をうみ、フィリピンの経済的 自立、工業化の妨げになるといったフィリピ

ン ・ナ ショナ リス トの懸念にはなん ら注意を払わなかった。アメリカ人投資の誘致にも力

をいれたが、これはアメリカ経済界がそれほどフィリピン投資に関心をもたなかった。
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フォルブ ス はウィル ソ ン民 主党政権 か らハーデ ィング大 統領の共 和党政権 に変わ った

1921年 、大統 領の要 請を受 けて、 ウ ッ ド将軍(LeonardoWood)と 共 にフィ リピン群島各地を

4カ 月 間、独立問題で調査 してまわ った。 『ウ ッ ド ・フォルブス報告』(Rep頒ofthe

Wood-ForbesMission,December,1921)の 結論は、共和党の既定方針 に即 して、少数民族 を

含 め大半 の一 般住民は即時独立 に反対で あ り、ア メ リカの保護の下の独立、ア メ リカの統

治継続 を望んでお り、独立 賛成派 はわずか にす ぎないとい うものであ った。行政能 率の低

下 と不満足 な監 督、 司法部 の能率低下、議会 によ る官僚 の無気力化 、一般世論 の不在 、市

民的義務感 の欠 落、経済 の対米依存体質な どを理 由に、 フィ リピン人 はす でに手 に した諸

権利を もっと習得す る段階 にあ り、即 時独立 は時期 尚早 であると勧告 した。

1912年 にウィル ソ ン大統領(WoodrowW皿son)の 民主党政権が誕生す ると、 フィ リピン独

立への動 きが加速化 した。 しか し実は ウィル ソンは フィ リピンの現況把握 のため にフ ォー

ド教 授(HenryJonesFordプ リンス トン大学)を 派遣 したが、 フォー ドの秘密報告はその進 歩

的イメー ジとは違い、 内容的 にも結論 も保守 的で、 自治 は与えて よいが、独立は延期す る

よう勧 告 していた。 フォー ドはフ ィ リピン人 カ シケ層 は、 ヨー ロ ッパ社会 に比べれば まだ

民主 的である とその存在に寛容 を示 し、広 く一般世論 に基づ く民主政府樹立案にっ いては

時期 尚早 であ ると否 定 した。む しろ香港 にお ける 日本 と通 じた フィ リピン革命 運動 の方が

アメ リカ統 治に とって脅威 である とも警告 した。 またオ スメニアやアギナル ドと会い、 フィ

リピン人指導者が スイスをモデル にした政府制渡 を望んでいる こと、ウース ターの 「部族」

なる用語が フ ィ リピン人に関す る間違 った文 化 的偏見を招いた ことか ら、 この用語 の使用

にに反対で あると勧告 した。10

1912年 の民主党政権下の元下院議員ハ リソン(FrancisB.Harrison.1913-1920)総 督期 には

フィ リピン統治 の基本方針が変わ った。独立 をめ ざ して 自治拡大策 が急速 に進 め られ た。

フィ リピン委員会は フ ィリピン人委員 が過 半数 とな り、官僚機構の フ ィ リピン人化が進め

られ、1916年 の ジョー ンズ法(JonesAct)の 成立 で、 アメ リカは 「安定 した政権がで き次

第」 独立 させ ることを は じめて公式に約束 した。同法 はフ ィリピン委員会 を廃止 し、 フィ

リピン上 院を導入 し、 フィ リピン議会 は両 院 ともフ ィリピン人議員で構成 された。 もとも

とハ リソ ンの総督 に就任 はケソ ン(ManuelQuezon)駐 米委員の推薦 であ ったので、 フィ リ

ピン側 の対米交渉 の成果 で もあった。 ワ シン トンで独立運動を請願 して きたケ ソンは帰国

後、上院議長 に選 出され た。ハ リソ ンには著書 『フィ リピン独立 の礎』 がある。11
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b.フ ィ リ ピン 「国 民」 国家 の創 出:コ モ ン ウエ ル ス政 府

1930年 代後半 になる と、政治学者 による本格 的なフ ィリピン研究が登場 しは じめ た。 こ

の契機 とな ったのは、紆余 曲折をへ て成立 した1934年 フィ リピン独立 法(タ イデ ィ ング ・

マ クダ フィー法)の 制 定 と、翌年 の フィリピ ン ・コモ ンウエル ス政府 の発足であ る。研究

関心は コモ ンウエル ス政府 の紹介で あった り、比米 関係の将来 であ った りす るが、なかで

も最大 の関心 は、過去約35年 な しは40年 の アメ リカの フィ リピン統治 を どのよ うに総 轄す

るか、 フ ィ リピンの独立を どのよ うにと らえ るか、 とい うところにあ った。本報告 者 とし

ては この 時期を扱 った代表 的なふたつの研究を と りあげておきたい。iz

まず、 カークの 「フィ リピンの独立」(GraysonKirk.PhilippineIndependence.New

York:FarrarandReinehart,1936)は アメ リカ領 有以 来、常に浮上 して いたフ ィリピンの独立

問題 はその時期 によって概念 も目的 も違い、 一貫 した フィ リピン独立論 はなか った とい う

議論で あ り、それを実証的 に分析 してみせた。 とりわけ1934年 のフィ リピン独立法案 をめ

ぐる政治過程の分析に よって、最終的に決 ま った フィ リピンの独立は それ までの独立要求

とは まった く別の要因 に起因 していた ことを示 した。

カー クによれば、 フィ リピン領 有の偶然性 、あいまいな決定な ど、初期 にはアメ リカは

独立の考え さえなか った こと、 フィ リピン人 民族指導者 による旧いタイプの 「独立運動」

は権力保持が 目的であ った こと、1912年 までの有権 者数は全人 口のた った3パ ーセ ン トで

あ り、大衆は独立 と民主主 義の意 味をまった く理解 して いない状況では、フ ィ リピ ンの民

主政 治は幻想 にす ぎなか った こと、フ ィリピン経済の対米依存が独立 を阻害 してい る。

現時点の独立 がフ ィ リピンの破局 を意味す ることは、ケ ソン ・コモ ンウエルス大統領 ら

フ ィ リピ ン人 指導者 自身が 内心恐 れている点で あ ったが、1930年 前半 にアメ リカ国 内の農

業 、酪農 、労働組合や キューバやハ ワイ関連 の強力な産業連合が 自由貿易 や移民 の廃止 、

国内市場 と利権保護 を 目的に、フ ィ リピン独 立を強 く求めた ものであ り、 これ と反 対に、

対比輸 出業者や投資企業な どの維持擁護派は 弱小勢力であ ったため容易 にフ ィ リピン独立

法 が成立 したと分析 した。 カークは独立の諸 要件の大半が満た され ていない ことは明 白で

あ り、財政経済の崩壊を さけ、考え られ る 日本の侵略か らの防衛 のため には、 フィ リピン

を経済、 国防な どの面で対米 関係を維持 す る フィ リピン独立法 の改正が必至 である と論 じ

た。実際、 その後 フィ リピンは、1941年11月 に独立法の経済条項 を対米輸 出割 当の維持 と

輸 出税 に関 して改正 し、12月 には 日本の武力侵 略が おきた。
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しか しカー クは、 やは りフ ィ リピンのカ シケ階層を 「民主主義 の敵」 とよび、マ レー社

会 の伝統 は完全 に非民主 的、封建的支配であ り、 「英国紳士、 アメ リカ人地方政治家、 ス

ペ イ ン貴族 」を あわせ たような 支配者 であ る と呼ん だ(p.178)。 またフ ィ リピン大 衆が

独立を 「税を支払わ な くてよい こと」 と理解 していると して、 これを文字 どお りに分析 し、

大衆は真の独立を理解 していない とい う。優 れ た実証研究 も、 フィ リピン大衆の表現を理

解 し、分析 するには無用 であ り、 限界で あることがわか る。

ヘイデ ンの 『フィ リピン:国 民 国家の発展の研究』(JosephRalstonHayden.ThePhili-

ppines:AStudyinNationalDevelopment.NewYork:MacMillan,1942.)は コモ ンウエル ス期 の

「フィ リピン国民」 の国家 の誕生 を論 じた もっ と も学術的 に優れた本である。同時に40年

間の長 いスパ ンでみたアメ リカの植民地政策 の問題点を的確に浮 かびあが らせる ことに成

功 している。 ヘイデ ン(1887-1945年)は ミシガ ン大学政 治学教 授で1920年 代 にフ ィ リピ

ン大学で も教 えた。1933年 か ら1935年 までルーズベル ト(TheodoreRoosevelt,,Jr.)総 督 と

マーフィー(FrankMurphy)総 督の一副総督 を務 めた。 この時期は合衆国議会 におけ るフィ

リピン独立法 の成立 をめ ぐるフィ リピン人指導者 の功績争 いか ら、 フ ィ リピン独立使節団

が相次い だ時期であ る。 また第二 次世界大戦 中はダグラス ・マ ッカ ーサ ー南西太平洋 司令

官の顧 問を務めた。

ウー スターの本 に匹敵す る800頁 を こえる本 書 において、 ヘイデ ンはフ ィ リピン大 統領

制、一院制国民議会な どの フィ リピン憲法上 の法制度を説 明 し、過去の各種文献資料を十

分に踏 まえて、 コモ ンウエルス期の行政の 中央集権化、独立問題をめ ぐるフィ リピン政治、

第1回 大統領選挙 、政 党政治の 実情 とい った分析、英語 の継続 と新 たな国語の発達へ の希

望 、公 的教育 、厚生 福利の諸問題 、国防 と国軍の脆弱 さ、エ リー ト政治がその利益 を代表

しなか った貧 困民衆 のサクダル党や フィ リピ ン共産党の独立要 求の蜂起 、 日本、中国 との

対外 関係 、比米 関係 につ いて とりあげて いる。 フィ リピン人指導者 、民衆 の双方 に 「フ ィ

リピン国民」意識 に焦 点をあわせ ることで植民地統治者の枠 を こえるフィ リピン研究 となっ

13

ている。

ヘイデ ンが結論 と して指摘 したのは、 アメ リカの植民地統 治の功績 がなんであれ 、 コモ

ンウエル ス政府 にみる国家 はフィ リピン国民 の国家である とい うことである。 「この シス

テムが ほかの人 間の 目か らみて民主的であれ 、非民主的であれ、 それ はフ ィ リピン人 の国

民性か ら生 まれ た もの」で あ り(Hayden,p.374)、 それは紛れ もな くマ レー人種地域の一員、

マ レー人の国民国家で あるとい う。
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フィリピン国家の諸制度はアメ リカか ら導入され、一見類似 しているが制度的に異なる

点もあり、その精神においてははるかに異な るという。たとえば、政党は一党制で、国民

政党とはいえず、ケソンとオスメニアの両頭制の党派政党であること、長年の間に確立 し

た超法規的な制度の運用、指導者と議員の関係重視の慣習などである。 とくに注 目される

のは中央 と地方の行政、政治面での中央集権化であ り、特別都市の首長は大統領の任命制

になったこと、政府全般にわたるケソン大統領への権力集中、大統領の影の指導力が議会

の内外の人事にまで及ぶこと、その うえフィ リピン大衆の圧倒的多数がこのような指導者

への権力集中体制を容認 していることなどをあげている。経済また政府資本の投入による

国家公社の多発、政府補助金の支給により経済破綻を克服する方法も疑問視 ししている。

このようなフィリピン国民国家はケソンが認 めたように 「民主化の方向に向いていない」

上からの政治であるが、ハイデンは 「地方 自治か ら始まる」、 「基礎は自治にある」とさ

れる民主主義の精神の犠牲においては じめて、行政の効率がはかられるという状況を、フィ

リピン歴史の現実 として受け止めた(Hayden,p.312)。 言い替えれば、先進国アメリカは

途上国としてのフィリピン国民国家の誕生に遭遇 し困惑 したのである。

結論にかえて

以上、みてきたように、アメリカ人研究者 によるフィリピン植民地統治の研究は、歴史

であれ、行政であれ、政治であれ、フィリピンをフィリピンとして理解するには限界があ

る。アメ リカ人はアメリカの進んだ文化を、異なる文化地域に接合手術を施せば、どんな

地域で も再生できるとナイーブに信 じ、小アメ リカ型フィリピン国民国家づ くりに努力 し

た。

このようなアメリカ人によるフィリピン研究の遺産は、今 日的な課題 に直接関わるもの

として、あらたな研究意識を呼び起 こす源泉 となっている。それはフィリピン独立後30年

近 くなって、マルコスというフィリピン人指 導者による非民主体制が徹底 して現実のもの

となった事実が引金 となって、様 々の新 しい角度か らエ リー ト民主主義のルーツ、民衆民

主主義のルーツ、植民地民主主義などの再検討がなされるにいたった。

このような再検討の試みを代表するものに、フィリピン大衆の政治文化的バーセプショ

ンを通 してフィリピンの歴史を再構成 しようとするイレ ト(RaynoldC.lleto)の一連の研究が

ある。14こ こではフィリピン民衆の迷信や狂信、山賊 とアメ リカ人が呼んで無価値とされ
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た現象こそがフィ リピン人の真の理解の表出であるという。

一方
、パ レデスは、 フィ リピン民族史の生んだ神話性を指摘した。5植 民地統治史にフィ

リピン・イルス トラー ドがあたかも存在 しなかったかのように民族史が無視することを誤

りであるとする。そして 「白人に征服された植民地型」であるフィリピンの民主主義を理

解するには、イルス トラー ドの行動の再検討が必要であるという。 「帝国主義者によって

書かれた_歴 史は白人の業績の歴史である。 民族主義者による歴史編纂はちょうどこれと

対極的な神話を発達させてきた。つまり民族の抵抗史という伝説であり、そこでは植民地

統治協力者の存在という嫌な事実が都合よく削除されて しまった。」 しか し実際には 「植

民地関係 とは社会と社会の相互関係」であり、 「どの植民地も弁証法的産物にほかな らな

い」16と いう立場が示唆 しているように フィリピンの歴史ではイルス トラー ドたちこそが

フィリピン人アイデンティティーを最初に規定 した人々であったにもかかわらず、民族史

は対米協力者を 「非フィリピン人」 とレッテルをはり、民族史か ら削除 して しまったこと

を間違いであるとする。パ レデスはフィリゼ ン人指導者とアメ リカ人植民地行政官 との間

の互いの要求充足を介 して、アメリカ人高官をパ トロン、フィリピン人指導者をクライア

ントとする結節的関係が樹立されたとし、これがフィリピン歴史の現実であるとした。

このように一世紀をへた今 日、、植民地権力の業績の歴史、民族主義者による抵抗史、

英雄史をへて フィリピン人研究者によるアメリカ植民地期の新 しい再解釈、新たなフィ

リピン研究の領域はひろが りつつある。こうした長いレンジで見れば、植民地期のアメ リ

カ人のフィリピン研究がはじめの足跡を残 したことには違いはない。

川 の 注
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